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は じ め に 

      

我が国では、合計特殊出生率が過去最低を記録し、急

激な少子化と人口減少に歯止めがかからないなか、政府

は「異次元の少子化対策」を表明し、令和５年４月にこど

も家庭庁の発足、１２月に「こども未来戦略」「こども大

綱」が閣議決定され、子育ての経済的支援、こどもの年齢

に応じ切れ目のない必要な支援の提供、働き方改革など、

さまざまな角度から少子化対策が進められています。 

しかしながら、未婚化や晩婚化、若者の結婚及び出産

に対する意識の変化など、少子化は依然進行形であります。また核家族化の進行や地域

のつながりの希薄化など、子育てに不安や孤立感を感じる家庭は少なくなくありません。 

このような中、本町では前計画の基本的な考え方を引き継ぎ、「すべての子どもが健

やかに育ち、みんなで子育てをすすめるまち かさまつ」を基本理念とした「第３期笠

松町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。将来を担うすべての子どもたちが

人間性豊かに成長できる環境づくりを推進するとともに、さまざまな課題をいかに解決

へと導き、ニーズにどう応えていくかが大切であることから、アンテナを大きく広げ皆

様方の声に耳を傾け、地域全体で子育てを支えることができるまちづくりを目指してま

いります。 

結びに、計画策定にあたり、学識経験者や子どもの保護者、関係団体からなる笠松町

子ども・子育て会議の委員の皆様には熱心にご審議をいただき、また、ニーズ調査など

を通して住民の皆様からもさまざまなご意見をいただきました。心から厚く感謝申し上

げます。 

本計画の推進に対しまして、今後とも、住民の皆様のご理解とご協力をいただきます

ようお願い申し上げます。 

 

 令和７年３月 

 

笠松町長 古田 聖人   
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第１章 計画策定にあたって            

１ 計画策定の背景と趣旨  

わが国においては、少子高齢化の急速な進行や、女性の社会進出に伴う共働きの

さらなる増加、地域のつながりの希薄化による子育て家庭の孤立や子育てに不安を

抱える保護者の増加など、子どもや子育てを取り巻く地域や家庭の状況は変化し続

けています。 

すべての子どもの健やかな成長を支え、安心して子どもを生み育てることができ

る社会を実現するためには、地域社会全体で力を合わせ良好な子育て環境をつくり

上げていくことが重要です。 

笠松町では、平成１７年３月に、次世代育成支援対策推進法に基づき「笠松町次

世代育成支援地域行動計画」を策定し、さまざまな分野の施策を総合的に推進して

きました。平成２４年８月に制定された「子ども・子育て関連３法」により、平成

２７年４月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、「子どもの最善の利

益」が実現される社会を目指すとの考えを基本に、子どもの幼児期の学校教育・保

育の総合的な提供、保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善、地域における

子ども・子育て支援を総合的に推進するため、「笠松町子ども・子育て支援事業計

画」を策定し、子育て支援に取り組んできました。令和２年には、第１期計画の基

本理念を引き継ぎ「第２期笠松町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子ども・

子育て家庭に関する様々な施策を総合的かつ計画的に推進してきました。 

こうした中、子ども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括

的な法である「こども基本法」が令和５年４月に施行され、子ども・子育てに関す

る支援対策は新たなステージへと進んでいます。 

本町では、第２期計画が令和６年度をもって計画期間が終了することから、今後

も子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう、地域社会

全体で子育て支援の環境づくりをさらに進めていくために、これまでの成果と課題

や意向調査により把握した町民ニーズを踏まえ、令和７年度から令和１１年度まで

の５年間を計画期間とする「第３期笠松町子ども・子育て支援事業計画」を策定し

ます。 
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２ 計画の位置づけ  

本計画は、子ども・子育て支援法第６１条に基づく市町村事業計画として、国の

定めた基本方針に沿って策定するものです。同時に、「次世代育成支援対策推進法」

に基づき取組を進めてきた「次世代育成支援地域行動計画」の基本的な施策や考え

方などを継承し、次世代育成支援対策推進法第８条の規定に基づく「市町村行動計

画」と一体的な計画として位置づけます。 

また、本町のまちづくりの基本となる「笠松町第６次総合計画」を上位計画とし、

関連する部門別計画との連携を図りながら、かけがえのない子どもの成長と子ども

を生み育てる家庭を地域全体で支援し、子どもが心身ともに健やかに育つための環

境の整備を重点的かつ計画的に進めていくための指針とします。 

 

笠 松 町 総 合 計 画 

笠松町地域福祉計画  

笠松町老人福祉計画・介護保険事業計画・笠松町障がい者計画             

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間   

本計画は、令和７年度から令和１１年度までの５か年を計画期間とします。 

※計画の内容と実際の状況に乖離がある場合は、必要に応じて計画期間中に見直しを行います。  

平成27年度 

   ～ 

平成 

３０ 

年度 

令和 

元 

年度 

 

２ 

年度 

  

３ 

年度 

 

４ 

年度 

 

５ 

年度 

 

６ 

年度 

 

7 

年度 

 

8 

年度 

 

9 

年度 

 

１０ 

年度 

 

１１ 

年度 

第１期事業計画対象年度 

（進捗・評価） 

          

 ニーズ 

調査 

計画

策定 
第２期事業計画対象年度 

（進捗・評価） 
     

      ニーズ 

調査 

計画

策定 
第３期事業計画対象年度 

（進捗・評価） 

笠松町次世代育成支援 

地域行動計画 

（前期・後期） 

平成17年度～21年度 

平成22年度～26年度 

笠松町子ども・子育て支援 

事業計画 

（次世代育成支援地域行動計画） 

１期：平成27年度～令和元年度 

２期：令和２年度～６年度 

本計画の推進にあたっては、総合計画をはじめ、関連する各計画との連携を考慮しなが

ら、新たな課題や環境の変化にも対応できるよう柔軟に計画を進めるものとします。 

第３期 

笠松町子ども・子育て支援 

事業計画 

（次世代育成支援地域行動計画） 

令和７年度～１１年度 
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４ 計画の策定体制  

   本計画の策定にあたっては、子どもの保護者や子育て支援に関する関係機関、団体

の代表者、有識者などからなる「笠松町子ども・子育て会議」を開催し、検討を行っ

たほか、町内の子育て家庭を対象に「ニーズ調査」を実施し、今後見込まれるニーズ

を把握し、これまでの取り組みと策定の経緯を経て本計画を策定しました。 
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第２章 子育て環境を取り巻く現状   

１ 笠松町の人口と世帯の状況  

（１）人口の推移    

資料：総務省「国勢調査」 

 

（２）年齢３区分別人口の推移 

資料：総務省「国勢調査」 

平成2年

(1990年)

平成7年

(1995年)

平成12年

(2000年)

平成17年

(2005年）

平成22年

(2010年)

平成27年

(2015年）

令和2年

(2020年)

0～14歳 3,513 2,936 3,074 3,268 3,349 3,123 2,743

15～64歳 15,919 15,377 15,307 14,809 13,991 13,459 13,205

65歳以上 2,847 3,369 3,938 4,619 5,413 6,168 6,260

3,513

2,936 3,074 3,268 3,349 3,123 2,743

15,919 15,377 15,307 14,809
13,991 13,459 13,205

2,847

3,369 3,938
4,619

5,413
6,168 6,260

0

2,000

4,000

6,000

8,000
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14,000
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18,000

0～14歳 15～64歳 65歳以上

(人)

22,299 21,682 22,319 22,696 22,809 22,750 22,208
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7,840 8,191 

8,595 

0
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（３）家族類型別一般世帯数の推移 

 資料：総務省「国勢調査」 

 

（４）未就学児・小学校児童・中学校生徒の人数の推移 

  資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

1,066 1,143 1,466 1,599 1,766 2,007 2,454

3,677 3,813
4,213

4,479
4,711

4,974
5,125 

1,660 1,608

1,526
1,442

1,347
1,190

999 

0
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単独世帯 核家族世帯 その他
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8,1717,824

7,520
7,205

6,5646,403

(世帯）

1,110 1,075 1,021 1,013 964 937
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（５）生活保護受給世帯と受給者数の推移  

    資料：岐阜県（各年度５月１日現在） 

 

（６）児童扶養手当受給資格者の推移 

 資料：岐阜県（各年度３月３１日現在。ただし、令和６年度は１０月３１日現在） 

 

資料：平成22年までは国勢調査、平成23年からは岐阜県「岐阜県統計書」。 

※年齢不詳人口も含んでいるため、平成 2 年・22 年～25 年までの合計は内訳の合計
と一致しません。 
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２ 令和５年のニーズ調査結果からみられる現状  

 

１ 調査期間 

令和５年１１月１日から令和５年１２月１５日まで 

２ 調査対象 

・笠松町在住の就学前児童（０歳児～５歳児）及び小学生（小学校１年生～５年生）を

対象に、当該対象児童を含む世帯の児童の末子を調査客体とし、その保護者に調査票

記入またはネットにて依頼 

・小学校３年生、４年生、５年生、中学校２年生の児童生徒にタブレットまたは調査票

記入にて依頼 

３ 調査方法  

郵送による配付・回収 及び インターネット回答 

４ 回収状況 

区分 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

就学前児童保護者 ７７６通 ４６９通 ６０．４％ 

小学生児童保護者 ４７０通 ２９３通 ６２．３％ 

小中学生本人 ７０４通 ５２９通 ７５．１％ 
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５ 調査結果 

◆家庭環境について 

〇母親の就労状況     《就学前児童の母親》        《小学生の母親》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇現在就労していない母親の就労希望 

《就学前児童の母親》       《小学生の母親》 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ５年前に比べて、就労している母親が増えています。現在就労していない母親も、就学

前児童の母親で 74.1％、小学生の母親で 46.8％が就労を希望しています。就学前児童保護

者では「子どもが０～３歳になったころ」に就労したい母親（54.5％）が多く、小学生保

護者では「12歳以上（88.9％）になったころ」が多いです。 

％

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）で就労しており、育
休・介護休業中ではない

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）で就労しているが、
育休・介護休業中である

パート・アルバイトなど
（「フルタイム」以外の
就労）で就労しており、
育休・介護休業中ではな
い

パート・アルバイトなど
（「フルタイム」以外の
就労）で就労している
が、育休・介護休業中で
ある

以前は就労していたが、
現在は就労していない
（無職または求職中）

これまで就労したことが
ない

無回答

27.8

14.5

31.4

3.2

21.6

0.6

0.9

22.1

11.8

30.1

2.4

32.1

0.4

1.3

0 10 20 30 40 50
％

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）で就労しており、育
休・介護休業中ではない

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）で就労しているが、育
休・介護休業中である

パート・アルバイトなど
（「フルタイム」以外の就
労）で就労しており、育
休・介護休業中ではない

パート・アルバイトなど
（「フルタイム」以外の就
労）で就労しているが、育
休・介護休業中である

以前は就労していたが、現
在は就労していない（無職
または求職中）

これまで就労したことがな
い

無回答

32.3

0.3

49.8

0.0

14.8

1.4

1.4

28.4

0.7

53.8

1.0

11.3

2.1

2.7

0 20 40 60 80 100

％

子育てや家事などに専念し
たい（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子ど
もが( 　　）歳になったこ
ろに就労したい

すぐにでも、もしくは１年
以内に就労したい

無回答

21.2

52.9

21.2

4.8

16.2

41.9

21.8

20.1

0 10 20 30 40 50 60
％

子育てや家事などに専念し
たい（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子ど
もが（　）歳になったころ
に就労したい

すぐにでも、もしくは１年
以内に就労したい

無回答

46.8

19.1

27.7

6.4

33.3

5.1

41.0

20.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 291）

平成30年度調査

（回答者数 = 292）

令和５年度調査

（回答者数 = 104）

平成30年度調査

（回答者数 = 179）

令和５年度調査

（回答者数 = 47）

平成30年度調査

（回答者数 = 39）
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◆子育て事業の利用状況について 

〇現在利用している施設・事業〔現状〕   ○利用したいと思う施設・事業〔希望〕 

《就学前児童保護者》         《就学前児童の母親》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○利用希望年齢〔希望〕 

《就学前児童保護者》            《就学前児童保護者》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在利用している施設は保育所（園）（37.5％）が多く、希望としては保育所（園）

(54.6％）に続き、幼稚園（50.1％）も多いです。幼稚園においても預かり保育（延長

保育）を利用して遅くまで預ける方が増えているようです。また、利用希望年齢は５年前

より低年齢化しており、１歳からの利用希望が増え（33.8％）、「すぐにでも、もしくは

１年半～２年以内」に保育サービスを利用したい方（20.7％）が増えています。 

％

幼稚園（通常の就園時間の
利用）

幼稚園の預かり保育（通常
の就園時間を延長して預か
る事業のうち定期的な利用
のみ）

保育所（園）

認定こども園

認可外の保育施設

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他

利用していない

無回答

22.6

7.0

37.5

0.9

1.3

0.4

3.0

32.4

1.1

19.5

5.8

33.5

1.8

0.7

0.2

2.2

35.6

3.3

0 10 20 30 40 50

令和５年度調査

（回答者数 = 469）

平成30年度調査

（回答者数 = 553）

％

１歳未満

１歳

２歳

３歳

４歳～５歳

６歳～８歳

９歳～11歳

12歳以上

無回答

0.0

33.8

17.6

45.6

1.5

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

23.2

13.1

48.5

6.1

0.0

0.0

0.0

9.1

0 10 20 30 40 50 60
％

育児休業制度が整っていれ
ば、今後１年半～２年以上
は在宅で子育てをしたい

一時預かりなど、子育て支
援サービスを利用できれ
ば、今後１年半～２年以上
は在宅で子育てをしたい

すぐにでも、もしくは１年
半～２年以内に就労したい
ので、保育サービスを利用
したい

無回答

56.7

20.0

20.7

2.6

58.8

25.9

11.9

3.4

0 10 20 30 40 50 60 70

令和５年度調査

（回答者数 = 68）

平成30年度調査

（回答者数 = 99）

令和５年度調査

（回答者数 = 469）

平成30年度調査

（回答者数 = 553）

％

幼稚園（通常の就園時間の
利用）

幼稚園の預かり保育（通常
の就園時間を延長して預か
る事業のうち定期的な利用
のみ）

保育所（園）

認定こども園

認可外の保育施設

ファミリー・サポート・セ
ンター

その他

無回答

50.1

30.5

54.6

12.8

3.8

9.4

2.6

3.2

51.9

25.5

58.6

11.8

1.6

4.5

1.6

3.1

0 10 20 30 40 50 60

令和５年度調査

（回答者数 = 469）

平成30年度調査

（回答者数 = 553）
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◆病気などの際の対応 

〇病気やけがで休んだ時の対応  

           《就学前児童保護者》     《小学生保護者》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○病児・病後児保育施設の利用希望 

 《就学前児童保護者》      《小学生保護者》 

 

 

 

 

 

○利用しない理由 

《就学前児童保護者》        《小学生保護者》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 病気やけがなどの際は、他人に預けることに不安を感じる方が多く、母親か父親が仕事

を休んで対応することが多いのが現状です。 

利用希望は５年前と比べて増えています（就学前児童保護者 22.9％、小学生保護者

8.5％）。 

％

母親が休んだ

父親が休んだ

母親（又は父親）が就労し
ていないので子どもを看た

親族・友人・知人に子ども
を看てもらった

病児・病後児の保育を利用
した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・セ
ンターを利用した

やむを得ず子どもだけで留
守番をさせた

その他

病気やけがで休んだことは
なかった

無回答

81.7

32.1

12.2

29.8

4.8

1.3

1.3

2.9

4.2

0.3

5.1

71.6

18.6

14.2

35.5

6.2

0.9

0.6

1.2

1.8

2.7

6.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

令和５年度調査

（回答者数 = 312）

平成30年度調査

（回答者数 = 338）

％

母親が休んだ

父親が休んだ

母親（又は父親）が就労し
ていないので子どもを看た

親族・友人・知人に子ども
を看てもらった

病児・病後児の保育を利用
した

ファミリー・サポート・セ
ンターを利用した

やむを得ず子どもだけで留
守番をさせた

その他

病気やけがで休んだことは
なかった

無回答

70.6

16.4

13.7

23.9

0.0

0.0

5.5

5.1

3.1

3.1

64.5

7.4

12.8

31.4

1.7

0.0

3.4

3.0

7.8

3.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 293）

平成30年度調査

（回答者数 = 296）

％

できれば病児・病後児保育
施設などを利用したかった

利用したいと思わなかった

無回答

22.9

74.4

2.7

17.2

80.0

2.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

令和５年度調査

（回答者数 = 258）

平成30年度調査

（回答者数 = 250）

％

できれば病児・病後児保育
施設などを利用したかった

利用したいと思わなかった

無回答

8.5

89.2

2.3

7.2

89.2

3.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 213）

平成30年度調査

（回答者数 = 194）

％

他人に看病してもらうのに
不安があった

事業の質に不安があった

利便性（立地や利用可能時
間・日数など）がよくな
かった

利用料がかかる・高い

利用方法がわからなかった

親が仕事を休んで対応した

その他

無回答

54.7

8.3

17.7

46.4

21.4

52.6

9.4

0.0

52.5

8.5

18.0

34.5

13.5

44.0

5.5

5.5

0 10 20 30 40 50 60

令和５年度調査

（回答者数 = 192）

平成30年度調査

（回答者数 = 200）

％

他人に看病してもらうのに
不安があった

事業の質に不安があった

利便性（立地や利用可能時
間・日数など）がよくな
かった

利用料がかかる・高い

利用方法がわからなかった

親が仕事を休んで対応した

その他

無回答

38.4

2.6

10.5

26.8

15.3

56.3

7.4

2.1

23.7

2.9

8.7

26.0

13.9

63.0

10.4

4.6

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 190）

平成30年度調査

（回答者数 = 173）
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◆放課後の過ごし方 

○放課後の居場所 

  《小学生保護者》 

        14時～16時      16時～18時      18時～20時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅や祖父母の家で家族と一緒に過ごす児童が多く、5年前よりその割合は増えています。 

放課後児童クラブの利用は18時頃まで11.6％の利用があります。 

学習塾や習いごとは、5年前より減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

％

学校にいた

放課後児童クラブで過ごし
た

保護者や祖父母などの家
族・親族（大人）と過ごし
た

家できょうだいなどと子ど
もたちだけで過ごした

家でひとりで過ごした

友達の家にいた

公園などで友達と遊んでい
た

こども館（児童館）などの
公共の施設にいた

療育支援施設にいた

クラブ活動や地域活動（子
ども会活動やスポーツ活動
など）をしていた

学習塾や習いごとに行って
いた

就寝

その他

無回答

33.4

12.3

22.2

5.8

3.8

1.7

8.5

0.0

2.7

0.0

1.0

0.0

1.0

7.5

55.8

10.8

16.9

1.7

2.0

0.0

3.7

0.0

0.3

0.0

1.0

0.0

1.0

3.7

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 293）

平成30年度調査

（回答者数 = 296）

％

学校にいた

放課後児童クラブで過ごし
た

保護者や祖父母などの家
族・親族（大人）と過ごし
た

家できょうだいなどと子ど
もたちだけで過ごした

家でひとりで過ごした

友達の家にいた

公園などで友達と遊んでい
た

こども館（児童館）などの
公共の施設にいた

療育支援施設にいた

クラブ活動や地域活動（子
ども会活動やスポーツ活動
など）をしていた

学習塾や習いごとに行って
いた

就寝

その他

無回答

0.7

11.6

41.3

7.5

2.4

3.1

7.8

0.3

3.4

0.3

13.0

0.0

1.0

7.5

0.0

16.9

37.5

5.4

2.0

3.7

8.1

0.0

1.0

0.0

19.3

0.0

0.7

5.4

0 20 40 60 80 100
％

学校にいた

放課後児童クラブで過ごし
た

保護者や祖父母などの家
族・親族（大人）と過ごし
た

家できょうだいなどと子ど
もたちだけで過ごした

家でひとりで過ごした

友達の家にいた

公園などで友達と遊んでい
た

こども館（児童館）などの
公共の施設にいた

療育支援施設にいた

クラブ活動や地域活動（子
ども会活動やスポーツ活動
など）をしていた

学習塾や習いごとに行って
いた

就寝

その他

無回答

0.3

1.0

80.2

1.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

6.1

0.0

0.7

8.2

0.0

0.7

81.4

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

8.4

0.0

0.0

5.4

0 20 40 60 80 100
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○放課後の過ごし方の希望 

《就学前児童保護者(5歳以上)》             

        子どもが低学年(１～３年生)の間  子どもが高学年(４～６年生)の間 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《小学生保護者》                  

○放課後を過ごしたい場所 

《小中学生》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 就学前児童保護者に対する調査では、放課後児童クラブで過ごすことを希望する保護者

（子どもが低学年43.6％、子どもが高学年29.1％）が多く、５年前と比べても、自宅や

習い事が減少する中、学年問わず増加しています。 

 小学生保護者になると、放課後児童クラブや習い事より、「自由に遊ばせたい」という意

見が最も多くなっています（45.7％）。 

 一方、小中学生自身は、自分の家や友達の家で、家族・友達と、または一人で過ごした 

いという希望が多いです。 

令和５年度調査

（回答者数 = 55）

平成30年度調査

（回答者数 = 57）

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室・ス
ポーツクラブ・学習塾な
ど）

こども館（児童館）

放課後児童クラブ

ファミリー・サポート・
センター

その他（公民館、公園な
ど）

無回答

34.5

9.1

25.5

1.8

43.6

1.8

7.3

18.2

57.9

21.1

42.1

3.5

40.4

0.0

17.5

3.5

0 10 20 30 40 50 60
％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室・ス
ポーツクラブ・学習塾な
ど）

こども館（児童館）

放課後児童クラブ

ファミリー・サポート・
センター

その他（公民館、公園な
ど）

無回答

43.6

10.9

29.1

1.8

29.1

1.8

7.3

20.0

50.9

19.3

43.9

3.5

28.1

3.5

17.5

14.0

0 10 20 30 40 50 60

％

放課後児童クラブを利用し
たい

クラブ活動などや習い事な
どをさせたい

公園やこども館（児童館）
などの公共施設で遊ばせた
い

学びのきっかけとなる体験
活動をさせたい

自由に遊ばせたい

宿題や予習、復習などの学
習支援を受けさせたい

将来の職業の参考になる体
験活動をさせたい

その他

無回答

23.2

32.4

17.7

23.2

45.7

32.4

11.9

3.1

6.8

24.3

36.5

19.9

25.0

40.2

42.9

17.9

2.0

7.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 293）

平成30年度調査

（回答者数 = 296）

回答者数 = 529 ％

自分の家（ひとりで）

自分の家（家族と）

おじいちゃん・おばあちゃ
んの家

友だちの家

習い事（ピアノ教室・学習
塾・スポーツクラブなど）

放課後児童クラブ

こども館（児童館）

その他（公園、学校など）

無回答

29.5

58.6

14.0

36.3

18.5

7.0

6.6

25.0

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70
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◆こども館の利用 

○こども館を利用しているか 

《就学前児童保護者》         《小学生保護者》         

 

 

 

 

 

 

 

○利用していない理由 

《就学前児童保護者》      《小学生保護者》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○こども館に望むこと 

《就学前児童保護者》        《小学生保護者》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新こども館が開館し利用者は増えましたが、家から遠いなどの理由（就学前児童保護者

22.0％、小学生保護者54.4％）で利用していない方が多いようです。 

就学前児童保護者にとっては、親子の交流や相談の場（45.4％）として、小学生保護者

にとっては、小中高生の居場所（52.9％）としての役割が望まれています。 

％

利用している

利用していない

無回答

34.1

65.0

0.9

24.4

67.3

1.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

令和５年度調査

（回答者数 = 469）

平成30年度調査

（回答者数 = 553）

％

利用している

利用していない

無回答

34.1

65.0

0.9

24.4

67.3

1.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80
回答者数 = 293 ％

利用している

利用していない

無回答

14.7

84.6

0.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 293 ％

利用している

利用していない

無回答

14.7

84.6

0.7

0 20 40 60 80 100

％

家から遠いため

利用者が少ないため

遊具などの設備が充実して
いないため

駐車場が少ないため

行く手段がないため

事業内容に不満があるため

場所がわからない、こども
館を知らない

その他

無回答

22.0

0.9

8.7

3.0

1.5

1.3

17.1

21.7

37.5

25.3

9.6

24.2

11.9

3.1

4.4

－

49.1

7.5

0 10 20 30 40 50

令和５年度調査

（回答者数 = 469）

平成30年度調査

（回答者数 = 293）

回答者数 = 248 ％

家から遠いため

利用者が少ないため

遊具などの設備が充実して
いないため

駐車場が少ないため

行く手段がないため

事業内容に不満があるため

場所がわからない、こども
館を知らない

その他

無回答

54.4

2.4

10.5

2.8

8.1

0.8

25.8

15.7

5.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 248 ％

家から遠いため

利用者が少ないため

遊具などの設備が充実して
いないため

駐車場が少ないため

行く手段がないため

事業内容に不満があるため

場所がわからない、こども
館を知らない

その他

無回答

54.4

2.4

10.5

2.8

8.1

0.8

25.8

15.7

5.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 293 ％

子どもや保護者間の交流の
場の提供

子育てに関する相談・援
助・情報提供

乳幼児向けの行事やイベン
トの充実

小中高生向けの行事やイベ
ントの充実

小中高生が自由に立ち寄る
ことのできる居場所

その他

無回答

22.9

23.5

8.5

39.9

52.9

8.5

8.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 469 ％

子どもや保護者間の交流の
場の提供

子育てに関する相談・援
助・情報提供

乳幼児向けの行事やイベン
トの充実

小中高生向けの行事やイベ
ントの充実

小中高生が自由に立ち寄る
ことのできる居場所

その他

無回答

45.4

45.6

52.0

20.9

28.1

7.9

5.3

0 10 20 30 40 50 60
回答者数 = 293 ％

子どもや保護者間の交流の
場の提供

子育てに関する相談・援
助・情報提供

乳幼児向けの行事やイベン
トの充実

小中高生向けの行事やイベ
ントの充実

小中高生が自由に立ち寄る
ことのできる居場所

その他

無回答

22.9

23.5

8.5

39.9

52.9

8.5

8.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 469 ％

子どもや保護者間の交流の
場の提供

子育てに関する相談・援
助・情報提供

乳幼児向けの行事やイベン
トの充実

小中高生向けの行事やイベ
ントの充実

小中高生が自由に立ち寄る
ことのできる居場所

その他

無回答

45.4

45.6

52.0

20.9

28.1

7.9

5.3

0 10 20 30 40 50 60
回答者数 = 469 ％

子どもや保護者間の交流の
場の提供

子育てに関する相談・援
助・情報提供

乳幼児向けの行事やイベン
トの充実

小中高生向けの行事やイベ
ントの充実

小中高生が自由に立ち寄る
ことのできる居場所

その他

無回答

45.4

45.6

52.0

20.9

28.1

7.9

5.3

0 10 20 30 40 50 60
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《小中学生》 

○こども館に行ったことがあるか                      

 

 

 

 

 

 

○行ったことがある人⇒             ○よく行っている人 ⇒ 

行ったことがある回数          １か月あたりの利用回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○利用していない理由             ○こども館に望むこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.0％の児童が一度も行ったことがなく、場所がわからない（54.7％）、知らない

（37.8％）という理由が多いです。 

一方で、よく行っていると答えた児童の中には月５回や７回以上の利用もあり、定期的

に利用している児童もいるようです。 

回答者数 = 529 ％

よく行っている

行ったことがある

一度も行ったことがない

無回答

5.1

21.7

73.0

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80
回答者数 = 529 ％

よく行っている

行ったことがある

一度も行ったことがない

無回答

5.1

21.7

73.0

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 529 ％

よく行っている

行ったことがある

一度も行ったことがない

無回答

5.1

21.7

73.0

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 115 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

0.0

19.1

16.5

11.3

10.4

21.7

8.7

12.2

0 5 10 15 20 25 30

回答者数 = 115 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

0.0

19.1

16.5

11.3

10.4

21.7

8.7

12.2

0 5 10 15 20 25 30

回答者数 = 115 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

0.0

19.1

16.5

11.3

10.4

21.7

8.7

12.2

0 5 10 15 20 25 30

回答者数 = 386 ％

家から遠いため（行く方法
がないため）

友だちが行かないため

好きな遊具やゲームなどが
ないため

行く時間がないため

場所がわからない

こども館があることを知ら
ない

その他

無回答

27.2

7.5

7.5

36.8

54.7

37.8

9.1

1.8

0 10 20 30 40 50 60 回答者数 = 529 ％

家の近くにあるとよい

イベントや行事をやってほ
しい

遊具やゲームをおいてほし
い

おそい時間まで開いている
とよい（今は午後５時ま
で）

なやみ相談や話し相手がで
きる人がいてほしい

その他

無回答

50.9

33.1

50.7

28.4

17.2

9.1

4.7

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 27 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

0.0

11.1

14.8

7.4

29.6

7.4

14.8

14.8

0 10 20 30 40 50
回答者数 = 27 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

0.0

11.1

14.8

7.4

29.6

7.4

14.8

14.8

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 27 ％

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

0.0

11.1

14.8

7.4

29.6

7.4

14.8

14.8

0 10 20 30 40 50
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◆子どもの権利に関する条例 

○子どもの権利条例を知っているか 

《就学前児童保護者》      《小学生保護者》 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「子どもの権利」を意識することはあるか 

《就学前児童保護者》     《小学生保護者》 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

《小中学生》 

○子どもの権利条例を知っているか        ○どこで知ったか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子どもの権利に関する条例を知らない方が多く（就学前児童保護者 73.8％、小学生保

護者 65.9％）、日常生活でもあまり意識していない（就学前児童保護者 47.5％、小学生

保護者48.1％）との回答が多い現状でした。 

 小中学生においても、学校の授業等で知っている児童もいますが、名前のみ又は名前も

内容を知っている人は33.7％でした。 

 

回答者数 = 469 ％

名前も内容も知っている

名前は知っているが、内容
は知らない

知らない

無回答

5.1

20.5

73.8

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 469 ％

名前も内容も知っている

名前は知っているが、内容
は知らない

知らない

無回答

5.1

20.5

73.8

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 469 ％

名前も内容も知っている

名前は知っているが、内容
は知らない

知らない

無回答

5.1

20.5

73.8

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 293 ％

名前も内容も知っている

名前は知っているが、内容
は知らない

知らない

無回答

4.8

28.0

65.9

1.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 293 ％

名前も内容も知っている

名前は知っているが、内容
は知らない

知らない

無回答

4.8

28.0

65.9

1.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 293 ％

いつも意識している

意識するときがある

あまり意識していない

わからない

無回答

4.1

24.2

48.1

21.8

1.7

0 20 40 60 80 100
回答者数 = 469 ％

いつも意識している

意識するときがある

あまり意識していない

わからない

無回答

6.2

20.9

47.5

24.7

0.6

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 469 ％

いつも意識している

意識するときがある

あまり意識していない

わからない

無回答

6.2

20.9

47.5

24.7

0.6

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 293 ％

いつも意識している

意識するときがある

あまり意識していない

わからない

無回答

4.1

24.2

48.1

21.8

1.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 469 ％

いつも意識している

意識するときがある

あまり意識していない

わからない

無回答

6.2

20.9

47.5

24.7

0.6

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 = 529 ％

名前も内容も知っている

名前は知っているが、内容
は知らない

知らない

無回答

16.3

17.4

65.8

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80
回答者数 = 178 ％

学校の授業、先生から

友だちから

家族から

広報かさまつやホームペー
ジで

その他

無回答

79.2

5.1

7.3

14.0

5.6

1.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

回答者数 = 529 ％

名前も内容も知っている

名前は知っているが、内容
は知らない

知らない

無回答

16.3

17.4

65.8

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 529 ％

名前も内容も知っている

名前は知っているが、内容
は知らない

知らない

無回答

16.3

17.4

65.8

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80
回答者数 = 178 ％

学校の授業、先生から

友だちから

家族から

広報かさまつやホームペー
ジで

その他

無回答

79.2

5.1

7.3

14.0

5.6

1.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

回答者数 = 178 ％

学校の授業、先生から

友だちから

家族から

広報かさまつやホームペー
ジで

その他

無回答

79.2

5.1

7.3

14.0

5.6

1.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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◆子育てに対する考え方 

○子どもに望むこと 

            《就学前児童保護者》       《小学生保護者》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

就学前児童保護者、小学生保護者共に、「思いやりのある子（就学前児童保護者

47.5％、小学生保護者45.7％）」が一番多く、5年前よりさらに高い割合です。続い

て、「元気で明るい子（就学前児童保護者41.4％、小学生保護者35.2％）」「自分のこと

は自分でできる子（就学前児童保護者21.3％、小学生保護者29.0％）」などが多くなっ

ています。一方「我慢強い子（就学前児童保護者2.1％、小学生保護者4.1％）」は少な

く、明るくのびのびと思いやりのある子に育ってほしいという願いが感じられます。 

 

  

％

元気で明るい子

自分のことは自分でできる
子

我慢強い子

思いやりのある子

素直な子

優しい子

あいさつのできる子

何事にも積極的に取り組め
る子

友達がたくさんいる子

友達と仲良くできる子

人の気持ちがわかる子

命を大切にできる子

善悪のわかる子

感謝のできる子

相手の気持ちがわかる子

のびのびとして子どもらし
い子

その他

無回答

41.4

21.3

2.1

47.5

15.4

11.7

14.5

15.6

2.8

9.8

18.8

20.9

13.2

21.7

8.1

9.8

1.9

5.8

45.8

13.4

2.5

38.7

17.7

7.4

15.9

18.3

4.7

11.8

20.4

19.7

15.7

19.5

12.5

7.6

1.8

6.9

0 10 20 30 40 50 60

令和５年度調査

（回答者数 = 469）

平成30年度調査

（回答者数 = 553）

％

元気で明るい子

自分のことは自分でできる
子

我慢強い子

思いやりのある子

素直な子

優しい子

あいさつのできる子

何事にも積極的に取り組め
る子

友達がたくさんいる子

友達と仲良くできる子

人の気持ちがわかる子

命を大切にできる子

善悪のわかる子

感謝のできる子

相手の気持ちがわかる子

のびのびとして子どもらし
い子

その他

無回答

35.2

29.0

4.1

45.7

12.3

9.6

19.5

20.8

2.0

9.9

20.1

21.5

15.0

18.4

9.2

4.8

1.4

5.8

30.1

19.9

5.1

27.4

11.5

7.1

20.9

20.3

3.7

11.1

25.0

26.0

18.2

23.3

12.2

6.8

1.4

8.8

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 293）

平成30年度調査

（回答者数 = 296）
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○育児に関する悩み   

《就学前児童保護者》      《小学生保護者》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

就学前児童保護者では「食事や栄養について（46.5％）」「発育・発達について

（32.8％）」など子どもの成長に関わる悩みが多く、小学生保護者では「塾や進路につい

て（34.5％）」などの悩みも増えてきます。どちらも共通して「ほめ方やしかり方（就学

前児童保護者40.9％、小学生保護者36.9％）」は多く、子どもとの関わり方に悩む現状

が表れています。 

  

％

病気について

食事や栄養について

子育ての方法について

子どもとの接し方について

子どもとの時間について

いじめについて

子どものほめ方やしかり方
について

友達づきあいなど対人関係
について

不登校などの問題について

子どもの発育・発達につい
て

子どもの教育、塾、進路に
ついて

仕事や自分のやりたいこと
について

子どもの落ち着きについて

子どものことに関する話し
相手や相談相手について

その他

特にない

無回答

10.6

26.3

14.7

18.8

21.2

5.8

36.9

27.3

7.8

17.7

34.5

10.6

7.5

4.4

2.0

9.9

1.7

6.1

21.3

15.2

13.5

17.6

11.8

42.9

38.5

3.7

11.5

34.8

9.1

13.5

3.4

2.0

9.8

0.3

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 293）

平成30年度調査

（回答者数 = 296）

％

病気について

食事や栄養について

子育ての方法について

子どもとの接し方について

子どもとの時間について

いじめについて

子どものほめ方やしかり方
について

友達づきあいなど対人関係
について

不登校などの問題について

子どもの発育・発達につい
て

子どもの教育、塾、進路に
ついて

仕事や自分のやりたいこと
について

子どもの落ち着きについて

子どものことに関する話し
相手や相談相手について

その他

特にない

無回答

19.4

46.5

27.1

22.2

29.2

6.4

40.9

18.6

3.8

32.8

15.8

14.5

14.3

3.2

2.3

10.7

1.3

18.1

39.4

25.0

19.0

23.0

5.8

46.7

17.5

2.0

22.4

15.7

9.6

12.1

2.9

1.4

9.8

1.6

0 10 20 30 40 50 60

令和５年度調査

（回答者数 = 469）

平成30年度調査

（回答者数 = 553）
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○子育てに関し知りたい情報 

   《就学前児童保護者》     《小学生保護者》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域に求めること 

   《就学前児童保護者》      《小学生保護者》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

親子で交流できる場や催し
について

親同士が交流できる場や催
しについて

子育て相談や講座について

学校・保育園・幼稚園・こ
ども園について

一時預かり・送り迎えなど
の保育サービスについて

子育てサークルや団体の活
動内容について

同じ立場の親の会について

医療機関について

公園や遊び場について

子育て仲間で集うために使
える場について

親子で行けるイベントなど
について

子連れで行けるお店につい
て

その他

無回答

39.4

14.7

23.2

41.6

26.9

5.5

11.7

28.6

47.5

8.1

51.4

48.8

1.3

2.1

41.0

17.9

17.7

43.4

19.2

7.4

15.6

29.7

47.0

12.5

59.0

51.5

1.1

2.7

0 10 20 30 40 50 60

令和５年度調査

（回答者数 = 469）

平成30年度調査

（回答者数 = 553）

％

親子で交流できる場や催し
について

親同士が交流できる場や催
しについて

子育て相談や講座について

学校・保育園・幼稚園・こ
ども園について

一時預かり・送り迎えなど
の保育サービスについて

子育てサークルや団体の活
動内容について

同じ立場の親の会について

医療機関について

公園や遊び場について

子育て仲間で集うために使
える場について

親子で行けるイベントなど
について

子連れで行けるお店につい
て

その他

無回答

25.3

10.9

10.9

20.1

5.8

1.7

9.6

19.1

33.1

5.8

40.6

16.4

2.7

9.2

29.4

8.4

11.8

15.2

7.4

2.7

11.8

22.3

33.4

7.1

42.9

12.8

1.7

12.2

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 293）

平成30年度調査

（回答者数 = 296）

％

子育ての相談や情報交換を
したい

危険な遊びやいじめを見つ
けたら注意してほしい

遊びの相手やスポーツを一
緒にしてほしい

子ども会やお祭りなど、子
どもの参加できる活動や行
事がほしい

緊急時に子どもを預かって
ほしい

地域で子どもを見守ってほ
しい

ともに子育てできるグルー
プやサークルなどがほしい

子育て仲間や友人がほしい

その他

特に求めることはない

無回答

26.9

48.4

17.9

39.0

23.5

42.4

6.6

16.4

3.8

9.0

2.6

26.9

54.2

17.4

28.6

16.8

50.5

8.3

13.6

3.3

7.1

2.5

0 10 20 30 40 50 60

令和５年度調査

（回答者数 = 469）

平成30年度調査

（回答者数 = 553）

％

子育ての相談や情報交換を
したい

危険な遊びやいじめを見つ
けたら注意してほしい

遊びの相手やスポーツを一
緒にしてほしい

子ども会やお祭りなど、子
どもの参加できる活動や行
事がほしい

緊急時に子どもを預かって
ほしい

地域で子どもを見守ってほ
しい

ともに子育てできるグルー
プやサークルなどがほしい

子育て仲間や友人がほしい

その他

特に求めることはない

無回答

10.9

50.9

18.8

26.3

8.2

32.4

3.8

5.5

1.7

13.3

2.7

10.8

58.1

12.2

9.1

7.1

40.2

3.7

5.4

3.7

11.1

4.1

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 293）

平成30年度調査

（回答者数 = 296）
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○町に期待すること 

            《就学前児童保護者》     《小学生保護者》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「身近な公園などの整備（就学前児童保護者54.2％、小学生保護者54.6％）」「経済的

な支援の充実（就学前児童保護者23.7％、小学生保護者24.6％）」が多く、「児童クラブ

の拡大（就学前児童保護者 15.8％、小学生保護者 15.7％）」など児童クラブの対象年齢

や入所条件についても関心が高いです。就学前児童保護者は「保育サービスの充実

（22.6％）」、小学生保護者は「いじめの解消などのゆとりのある教育（16.4％）」を望む

声も多いです。 

 今回提示された設問以外にも自由記載欄において、子育てに関する悩みや願いなど多岐

にわたる意見が綴られており、町や行政に対する切実な思いが感じられました。これらの

ひとつひとつを参考にしながら、子育てサービスのより一層の充実に努めていきます。 

％

身近な公園などの整備充実

こども館（児童館）の整備
充実

子育てサークルなどの親や
子どもが交流できる場の充
実

子育てについて学べる機会
の充実

延長保育や休日保育、一時
預かりなどの多様な保育
サービスの充実

放課後児童クラブの入所条
件の緩和

放課後児童クラブの対象年
齢の拡大

病児・病後児保育事業の拡
大・充実

一時預かり事業の拡大・充
実

泊まりがけの一時預かり事
業の拡大・拡充

子育てについて相談できる
機関やサービスの充実

子育てに関する情報提供の
充実

児童虐待防止対策の充実

児童手当制度の充実や税制
度での優遇など、経済的な
支援の充実

受験勉強やいじめの解消な
どゆとりのある教育の実現

ひとり親家庭などの自立支
援の充実

障がい児施設の充実

その他

特にない

無回答

54.6

17.1

5.1

6.5

5.5

7.5

15.7

4.1

5.5

0.7

5.1

5.1

3.1

24.6

16.4

7.2

3.4

2.0

7.2

8.2

44.6

22.3

2.0

5.4

4.7

5.1

11.1

6.8

1.4

1.4

4.7

9.5

2.4

22.3

14.2

5.7

4.4

6.4

6.1

13.5

0 20 40 60 80 100

令和５年度調査

（回答者数 = 293）

平成30年度調査

（回答者数 = 296）

％

身近な公園などの整備充実

こども館（児童館）の整備
充実

子育てサークルなどの親や
子どもが交流できる場の充
実

子育てについて学べる機会
の充実

延長保育や休日保育、一時
預かりなどの多様な保育
サービスの充実

放課後児童クラブの入所条
件の緩和

放課後児童クラブの対象年
齢の拡大

病児・病後児保育事業の拡
大・充実

一時預かり事業の拡大・充
実

泊まりがけの一時預かり事
業の拡大・充実

子育てについて相談できる
機関やサービスの充実

子育てに関する情報提供の
充実

児童虐待防止対策の充実

児童手当制度の充実や税制
度での優遇など、経済的な
支援の充実

受験勉強やいじめの解消な
どゆとりのある教育の実現

ひとり親家庭などの自立支
援の充実

障がい児施設の充実

その他

特にない

無回答

54.2

17.3

7.0

8.3

22.6

12.4

15.8

11.7

7.5

1.5

3.0

6.2

1.9

23.7

9.2

3.0

2.1

1.7

3.2

13.9

49.9

25.5

8.5

6.5

22.6

11.6

9.2

8.5

5.8

0.7

4.7

6.0

1.8

16.1

6.5

1.6

2.4

2.5

3.6

18.4

0 10 20 30 40 50 60

令和５年度調査

（回答者数 = 469）

平成30年度調査

（回答者数 = 553）



 

 

20 

≪小中学生≫  

○好きなことや楽しいと思うこと        ○あったらいいと思うもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「友達と遊ぶ（78.3％）」「家族と過ごす（55.8％）」など誰かと一緒に過ごすことが好

きな児童が多い一方、「ひとりで遊ぶ（27.8％）」と回答した児童も一定数あります。 

望むものについては、「ゲーム（51.2％）」「スマートフォン（46.7％）」をおさえて「く

つろげる場所（65.6％）」が一番多いです。 

 

○困っていること、悩んでいること       ○悩みを相談する人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 悩みについては「ない・わからない（44.2％）」が一番でした。悩みがある児童におい

て、その内容は「授業・勉強（25.0％）」「友達関係（19.3％）」「自分の体や性格

（20.0％）」が多いようです。その悩みを「家族（69.8％）」「友達（48.4％）」に相談

している人が多いですが、「相談していない、相談する人がいない（12.3％）」児童もい

るようです。 

回答者数 = 529 ％

学校生活

授業・勉強

友達と遊ぶ

家族と過ごす

クラブ活動

習い事（ピアノ教室・スポー

ツクラブ・学習塾など）

ひとりで遊ぶ

その他

無回答

33.6

18.0

78.3

55.8

23.6

31.9

27.8

14.0

0.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
回答者数 = 529 ％

公園

自然

体育館

図書館

くつろげる場所

ゲーム

パソコン

スマートフォン

その他

無回答

41.0

46.3

28.9

36.9

65.6

51.2

32.7

46.7

8.7

0.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 529 ％

授業・勉強

友だち関係

家族関係

習い事・スポーツ・クラブ
活動

部活動

自分の体や性格

その他

ない・わからない

無回答

25.0

19.3

5.5

6.6

4.0

20.0

4.0

44.2

4.0

0 10 20 30 40 50 回答者数 = 529 ％

家族

友だち

先生

スクールカウンセラーなど

その他

相談していない、相談する
人がいない

無回答

69.8

48.4

33.5

3.0

4.3

12.3

2.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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第３章 計画の基本的な考え方           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

   

○ 子ども・子育て支援の基本指針 

 

○子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任

を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあら

ゆる分野におけるすべての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力

して行わなければなりません。 

○子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、すべ

ての子どもが健やかに成長するよう支援するものであって、良質かつ適切なもの

でなければなりません。 

○子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じ

て、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければなりません。 

 

○ 子ども・子育て支援法の基本理念 

○「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指します。 

○すべての子どもや子育て家庭を対象とし、一人ひとりの子どもの健やかな育ちを

等しく保障することを目指します。 

 

○ 笠松町次世代育成支援地域行動計画 

 

～ ともに育ち、ともに育てるまち かさまつ ～ 

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有

するという基本認識の下に、家庭、企業、地域社会において、子育ての意義について

の理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行うという

考え方を核としており、少子化社会において健やかな育児環境、青少年の成育環境と

なる温かい地域社会を住民協働で築くことを目指しています。 
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 １ 基本理念   

 

 

子どもは未来の担い手であり、笠松町の夢をたくす宝です。 

すべての子どもが心豊かに育ち、保護者が日々喜びと生きがいを持って子育てでき

る町づくりを目指すため、地域全体で子どもや子育て家庭への理解を深め、支援を進

める環境・風土づくりに努めることは重要な課題です。 

      笠松町次世代育成支援地域行動計画を具現するため、笠松町子ども・子育て支援事

業計画に反映します。 

 

 

そのため、住民すべての合言葉として目指す姿を次のように掲げます。 

 

 

「すべての子どもが健やかに育ち、みんなで子育てをすすめるまち かさまつ」 

 

 

 ２ 基本的な視点   

子ども・子育て支援事業計画における基本理念を踏まえ、目指す姿を具現するため

に、子育て支援事業を実施していく上での基本的な視点を次のように掲げました。 

（１）一人ひとりの子どもの人権を尊重する視点 

（２）次世代の親を育成する視点 

（３）結婚・妊娠・出産から子育てまで切れ目なく支援する視点 

（４）すべての子どもと子育て家庭を支援する視点 

（５）仕事と生活の調和を実現する視点 

（６）地域全体で子育てを支援する視点  

 

笠松町子ども・子育て支援事業計画の基本理念 

 

 

笠松町子ども・子育て支援事業の目指す姿 
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３ 基本目標 

子どもと家庭を取り巻く状況が大きく変わりつつある現在、地域全体で子ども・

子育て支援を行い、新しい支え合いの仕組みの構築が必要となっています。 

本計画では、これまで推進してきた「笠松町次世代育成支援地域行動計画」「笠松

町子ども・子育て支援事業計画」を踏まえて、先の基本理念の実現のために、次の５

つを基本目標とし、「子ども・子育て支援新制度」における「子どもの最善の利益」

が実現される社会を目指し、子育て支援施策・事業を展開し魅力あるまちづくりに向

けて取り組んでいきます。 

 

（１）地域における子どもや子育て家庭への支援 

     子育てをしているすべての家庭が子育てにともなう喜びを実感できるように、

地域における多様な人材や資源を活用し、行政と地域が一体となってさまざまな

子育て支援の取り組みを推進します。 

     すべての子どもの健やかな成長を支援するために、子どもの特性に合わせた継

続的な支援を充実します。 

 

（２）子どもと親の心と体の健康づくり 

     安心して子どもを生み育てることができるように、安全で快適な妊娠・出産環

境を確保するとともに、乳幼児期から思春期までの子どもの健やかな発育・発達

を支えるための保健医療体制の充実を目指します。 

 

（３）子どもの心身の健やかな成長に資する環境の整備 

子どもたちが心身ともに健やかに成長できるように、すべての子どもの基本的

人権が尊重される環境づくりに努めます。また、家庭、保育所（園）・幼稚園・

学校など、地域が一体となって子ども自らの力を培い、伸ばし、支えていく教

育・保育環境づくりを推進するとともに、次代を担う若者が子どもを生み育てる

喜びや楽しさを理解できるような取り組みに努めます。 

 

（４）配慮を必要とする子どもと家庭への支援 

近年、大きな問題とされている児童虐待に対し、迅速かつ適切な対応により、

子どもの人権を守り、子どもの心身の成長や人格形成にとって良好な環境の保持

に努めるとともに、子育てをしている保護者が不安やストレスを抱えることなく

安心して育児ができるよう支援していきます。 

また、増加の傾向にある発達障がいやその周辺領域の子どもたちを含め、すべ 

ての障がいのある児童に対しては、その自立に向け、乳幼児期からの早期発見、

早期療育に努めるべく、多様なニーズに応じた相談・支援体制の充実に努めます。 
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（５）子育てと仕事の両立への支援 

     働きながら安心して子どもを生み育てることができるように、多様なニーズに

柔軟に対応できる子育てをめぐる環境づくりに配意するとともに、子育てと仕事

とのバランスがとれる働き方の支援に努めます。 

 

４ 計画の策定手法 

（１）量の見込みと確保方策 

子ども・子育て支援事業計画における「教育・保育」及び「地域子ども・子育て支援

事業（１９事業）」については、就学前児童および就学児の保護者を対象者としたニー

ズ調査結果をもとに「量の見込み」を推定し、その確保方策及び実施時期を設定しま

す。「量の見込み」は、ニーズ調査結果から国の手引きに沿って算出した数値を参考

に、町の実態や特性に応じて補正を行い算出したものです。 

 

＜国が示す量の見込みの算出方法＞ 

 

                計画期間（R７～R１１）の児童数を推計  

※（２）参照 

        × 

                保護者の就労状況（将来の意向）等をもとに 

                タイプＡ～タイプＦまでの家庭を分類 

     × 

                ニーズ調査をもとに、上記の潜在的家庭類型 

                ごとに利用意向率を算出 

    

                児童数に潜在的家庭類型割合、利用意向率を 

                乗じて「量の見込み」を算出 

 

 

  

「量の見込み」 

潜在家庭類型の分類 

利用意向率 

推計児童数 

家庭分類 

 タイプＡ：ひとり親家庭 

 タイプＢ：フルタイム・フルタイム共働き家庭 

 タイプＣ：フルタイム・パートタイム共働き家庭 

      (就労時間:月 120時間以上+48時間～120時間の一部) 

 タイプＣ’： フルタイム・パートタイム共働き家庭 

      (就労時間:月 48時間未満+48時間～120時間の一部) 

 タイプＤ：専業主婦（夫）家庭 

 タイプＥ：パートタイム・パートタイム共働き家庭 

      (就労時間:双方が月 120時間以上+48時間～120時間の一部) 

 タイプＥ’：パートタイム・パートタイム共働き家庭 

      (就労時間:いずれかが月 48時間未満+48時間～120時間の一部) 

 タイプＦ：無業・無業の家庭 
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（２）推計児童数 

本計画における「量の見込み」を策定する際の推計児童数は、令和元年から 

令和５年3月末の住民基本台帳の人口をもとに、コーホート変化率法により、 

下記のとおり算出しています。 

（単位：人） 

年齢 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

０歳 １５０ １４６ １４３ １４１ １３９ 

１歳 １５２ １５０ １４６ １４３ １４１ 

２歳 １３４ １４６ １４４ １４０ １３７ 

３歳 １５８ １２８ １４０ １３９ １３５ 

４歳 １４９ １５３ １２４ １３６ １３５ 

５歳 １５０ １５０ １５４ １２５ １３７ 

６歳 １６２ １４９ １４８ １５２ １２４ 

７歳 １７４ １６２ １４９ １４８ １５２ 

８歳 １６８ １７４ １６２ １４９ １４８ 

９歳 １７０ １７０ １７５ １６３ １５１ 

１０歳 １７９ １６９ １６９ １７４ １６２ 

１１歳 １７６ １７９ １６９ １６９ １７４ 

 

 

（３）教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援事業計画においては、地理的条件、人口、交通事情その他の社

会的条件、現在の教育・保育の利用状況、施設の整備の状況、幼児期から小学校教育

への連携など総合的に勘案して、提供区域を設定し方策を検討します。 

町の現状として、自家用車の使用により移動範囲が広いことや、自宅付近以外に通

勤途上や勤務地近くの施設を希望する場合もあることから、本計画における提供区

域の設定は以下のとおりとします。 

ア 教育・保育提供区域 

町内全域を１区域とする。 

イ 地域子ども・子育て支援事業の提供区域 

教育・保育事業の提供区域と合わせ、町内全域を提供区域の基本とする。 
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（４）量の見込みの算出を行う項目 

                               第４章該当事業 

◆教育・保育 

   教育・保育施設利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１－１－１ 

 ◆地域子ども・子育て支援事業（１９事業） 

  時間外保育事業（延長保育）・・・・・・・・・・・・・・・・・・１－１－２ 

  地域子育て支援拠点事業（こども館）・・・・・・・・・・・・・・１－２－１ 

  子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）・・・１－２－３ 

  一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり） 

（保育所による一時預かり）・・・・・・１－２－４ 

病児・病後児保育事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１－２－５ 

子育て短期支援事業（ショートステイ）・・・・・・・・・・・・・１－２－６ 

  利用者支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１－２－７ 

  子育て世帯訪問支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１－２－８ 

  乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）・・・・・・・・・・１－２－９ 

  実費徴収に係る補足給付を行う事業・・・・・・・・・・・・・１－２－１０ 

多様な主体の参入を促進するための事業・・・・・・・・・・・１－２－１１ 

児童育成支援拠点事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１－３－５ 

親子関係形成支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１－３－６ 

  放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）・・・・・・・・・・１－４－２ 

  妊婦健康診査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－１－３ 

産後ケア事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－１－６ 

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）・・・・・・・２－１－１６ 

  養育支援訪問事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－１－１７ 

  妊婦等包括相談支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－１－１８ 

   

 

 以上の事業は第４章において☆印を表示しています 
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５ 教育・保育の一体的提供および教育・保育の推進に関する 

体制の確保 

        

  （１）質の高い教育・保育および地域子ども・子育て支援事業の役割、提供 

の必要性などに係る基本的な考え方 

 

 すべての子どもの健やかな育ちと、すべての子育て家庭を支えることは、将来の 

担い手の育成につながるものであり、地域社会で取り組むべき最重要課題の一つ

といえます。 

 特に幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培ううえで重要であり、ま

た、乳幼児期の発達は連続性を有するものであることから、子どもの健やかな育ち

のためには、発達段階に応じた質の高い教育・保育を提供することが必要です。  

 

  （２）具体的な推進方策 

 

   １）認定こども園の普及に係る基本的な考え方 

      現在、町内には認定こども園がなく、住民ニーズも保育所（園）や幼稚園と 

比べて高くない状況です。しかし、認定こども園は、保育所（園）と幼稚園の 

機能を併せもち、保護者の就労状況およびその変化などによらず、柔軟に子ど 

も受け入れることができる施設であることから、保育所（園）・幼稚園設置者に

対し、認定こども園に関する情報提供を適宜行うとともに、移行の希望がある場

合には、設置者の意向を最大限に尊重し、相談支援などを行います。 

 

    ２）保育士と幼稚園教諭の合同研修 

      県や教育委員会が実施する研修会などについて、保育所（園）・幼稚園・ 

認定こども園すべてに情報提供することにより、参加の機会を拡大し、保育所

（園）と幼稚園の交流を推進します。 

     

３）教育・保育施設および地域型保育事業の相互連携 

「笠松町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」に 

基づき、保育所（園）・幼稚園・認定こども園と地域型保育事業者との契約など

の締結を求め、両者との適切な連携を担保します。  

 

４）保育所（園）・幼稚園・認定こども園と小・中学校との連携 

 保育所（園）・幼稚園・認定こども園と小・中学校との連携、交流を推進する

ため、連携・交流事例に関する情報提供や連携を図るための環境を整えます。 
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６ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 

      幼児教育・保育の無償化に伴う「子育てのための施設等利用給付」（新制度未移行 

幼稚園利用料、認可外保育施設利用料、幼稚園の預かり保育利用料などが対象）の 

実施にあたり、保護者や施設の負担を最小限に抑えながら、公正かつ適正に進める 

ため、次のことに留意します。 

 

   １）保護者の経済的負担の軽減や利便性を勘案し、利用料償還払いを３か月に１回

程度の給付申請にて進めます。 

     

    ２）特定子ども・子育て支援施設等の資金繰りに支障を来す事の無いよう、給付の

時期に配慮します。 

 

    ３）預かり保育事業や認可外保育施設等に係る子育てのための施設等利用給付の

給付申請は、施設等との連携・協力により過誤請求・支払いの防止に努めます。 

 

    ４）特定子ども・子育て支援施設等に対する事務の執行や権限の行使について、県

への情報提供・協力要請等の連携に努めます。 
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第４章 子ども・子育て支援施策の展開   

〇 事業体系 

基本理念をもとに設定した5つの基本目標を実現するため、これまでの次世代

育成支援地域行動計画を引き継ぐ基本施策を位置づけ、それぞれに具体的な事業

を展開します。 

 

  

基本目標 基本施策

1 教育・保育サービスの充実

２ 地域における子育て支援サービスの充実

３ 相談支援体制の充実

４ 子どもの健全育成

子どもと親の心と体の健康づくり １ 切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策

２ 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実

３ 食育の推進

４ 小児医療の充実

１ 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備

２ 家庭や地域の教育力の向上

３ 子どを取り巻く有害環境対策の推進

４ 良好な居住環境の確保

1 児童虐待等の防止対策の充実

２ ひとり親家庭等への支援の充実

３ 障がい児施策の充実

４ 子どもの貧困対策の推進

　子育てと仕事の両立への支援 1 多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し

２ 多様な保育サービス等の充実

　
目
指
す
姿
　
～

す
べ
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
ち
、

み
ん
な
で
子
育
て
を
す
す
め
る
ま
ち
　
か
さ
ま
つ
～

　地域における子どもや子育て
　家庭への支援

　子どもの心身の健やかな成長に
　資する環境の整備

　配慮を必要とする子どもと
　家庭への支援
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基本目標１ 地域における子どもや子育て家庭への支援 

１-１ 教育・保育サービスの充実 

１ 新制度の全体像   

『子ども・子育て支援新制度』とは、平成２４年８月に成立した「子ども・子育て支

援法」、「認定こども園法の一部改正法」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法

の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連３法に

基づく制度をいいます。 

主なポイントは「質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡

大・確保」、「認定こども園の普及」、「地域子ども・子育て支援の充実」となります。 

 

 

 

 

☆《１－１－１ 教育・保育施設の利用》 

◆子ども・子育て支援新制度における教育・保育施設の種類と財政支援 

 

 

 

 

認定こども園 ０～５歳 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               ※主に従業員のほか、地域の保育を必要とする子どもに保育を提供 

【施策の方向】 

平成２７年４月に開始した「子ども・子育て支援新制度」により、幼児期の教育・保育は、

保育所（園）、幼稚園、認定こども園（保育所・園と幼稚園の機能を併せ持つ施設）において提

供しています。 

また、２０人以下の少人数の子どもを対象とする「地域型保育給付」を創設し、町が認可し

たうえで多様な保育事業を推進します。 

保育サービスの提供にあたっては、今後も３歳未満児の利用の増加が見込まれるため、保育

所（園）・幼稚園からの認定こども園への移行や保育所（園）・幼稚園の預かり保育などの多様

な保育サービスの拡充を図り、３歳未満児の保育体制整備や保護者の就労環境、子どもの健全

育成、家庭や地域の連携などを勘案し、安心して子育てができる環境づくりを進めます。 

認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育など 

共通の財政支援のための仕組み 

 

地方裁量型 

小規模保育 

定員 6～19人 

幼稚園 ３～５歳 保育所 ０～５歳 

施設型給付 

保育所型 幼稚園型 幼保連携型 

地域型保育給付 原則０～２歳 

家庭的保育 

定員 5人以下 

居宅訪問型保育 

子どもの居宅で保育 

事業所内保育 

※ 
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  子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、 

保育の必要性を認定したうえで、給付する仕組みとなっています。 

１）認定区分 

認定は次の１～３号の区分で行われます。 

認 定 区 分 利用する施設 

1号認定 ３歳以上で教育を希望している子ども 
幼稚園 

認定こども園 

２号認定 

３歳以上で、「保育の必要な事由」に該当するが、

幼稚園の利用希望が強い子ども 

（以下、２号認定（幼稚園）と表記） 

幼稚園 

認定こども園 

３歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、 

保育所・認定こども園での保育を希望している 

子ども 

（以下、２号認定（保育所）と表記） 

保育所 

認定こども園 

３号認定 

３歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、 

保育所・認定こども園での保育を希望している 

子ども 

（以下、３号認定（０歳）・３号認定（１・２歳）と表記） 

保育所 

認定こども園 

地域型保育事業 

 

２）認定基準 

事  由 

①就労 

フルタイムのほか、パートタイム、夜間の就労など基本的にすべて 

の就労（本町では、就労の下限時間を４８時間/月に設定） 

②就労以外の事由 

保護者の疾病・障がい、出産、同居または長期入院中の親族の介

護・看護、災害復旧、求職活動、就学、虐待やＤＶのおそれ、育児休

業中で既に保育利用中の子どもが継続利用、また、それらに類するも

のとして本町が認める場合 

区  分 

（保育の必要量） 

①保育標準時間 

主にフルタイムの就労を想定した長時間利用 

１日最大１１時間の中で必要となる保育時間を利用 

   （就労時間が概ね１２０時間以上／月） 

②保育短時間 

主にパートタイムの就労を想定した短時間利用 

１日最大８時間の中で必要となる保育時間を利用 

     （就労時間が概ね４８時間以上／月） 
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【量の見込みと確保見込み】 

各年度における認定区分ごとの必要利用定員総数としての教育・保育の量の見込みを定

めるとともに、満３歳未満の子どもについては、推計児童数と確保見込みをもとに、保育

利用率を定めます。 

 

１）１号認定＋２号認定（幼稚園）                   （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計 

画 

値 

量の見込み １号認定 １３３ １３４ １３３ １３３ １３２ 

量の見込み 

２号認定(幼稚園) 
１４９ １５２ １５１ １５１ １４８ 

量の見込み 合計 ２８２ ２８６ ２８４ ２８４ ２８０ 

確保見込み ① ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ 

実 

績 

値 

1号認定 ５４ ５５ ５７ ６３ ４６ 

２号認定(幼稚園) ０ ０ ０ ０ ０ 

新制度未移行幼稚園 ２５７  ２８４ ２５９ ２１２ ２１６ 

合計 ② ３１１ ３３９ ３１６ ２７５ ２６２ 

確保見込み－実績 ①－②  △１１ △３９ △１６ ２５ ３８ 

 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み １号認定  １２４  １１７  １１３ １０８ １１０ 

量の見込み  

     ２号認定(幼稚園) 
１２７ １２０ １１７ １１２ １１３ 

量の見込み 合計 ２５１ ２３７ ２３０ ２２０ ２２３ 

確保見込み ２５５ ２４０ ２３０ ２２０ ２２５ 

 

【対象施設】 

新制度に基づく町内の教育施設：笠松双葉幼稚園 

新制度未移行幼稚園：笠松幼稚園 

  その他、町外の幼稚園も対象です。 
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【確保の方策（今後の方針）】 

  第２期計画における確保見込みと実績を比較した結果、保護者のニーズをほぼ満たし

ており、全体として幼稚園（教育）の提供体制が確保されています。 

第３期計画については、３～５歳推計人口に占める利用者の割合が第２期の実績及

びアンケート結果から算出される国の指針を勘案し、少し上げた率（５５．０％）と

なるよう、量の見込みを算出し確保を図ります。 

 

２）２号認定（保育所）                       （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計

画

値 

量の見込み ２５０ ２５３ ２５１ ２５２ ２４９ 

   確保見込み ① ２５０ ２５５ ２５５ ２５５ ２５５ 

実 績 値 ② ２４３ ２２０ ２１８ ２１０ ２０４ 

確保見込み－実績 ①－② ６ ３５ ３７ ４５ ５１ 

 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  ２１５ ２０３ １９６ １８８ １９１ 

確保見込み ２１５ ２０５ ２００ １９０ １９５ 

 

【対象施設】 

  第一保育所 松枝保育所 下羽栗保育所 笠松保育園 

 

【確保の方策（今後の方針）】 

  第２期計画における確保見込みと実績を比較した結果、保護者のニーズをほぼ満たし

ており、全体として保育所（２号認定）の提供体制が確保されています。 

第３期計画については、３～５歳推計人口に占める利用者の割合が第２期の実績及

びアンケート結果から算出される国の指針を勘案し、第２期の利用意向率（４７％）

を確保できるよう、引き続き支援を行うと共に、２号認定（幼稚園）子どもの利用見

込みの変動も考慮し全体での調整に努めます。 
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３）３号認定（２歳）  （計画値及び実績②は１・２歳）          （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計

画

値 

量の見込み １３５ １３５ １４０ １４５ １５０ 

   確保見込み ① １３５ １３５ １４０ １４５ １５０ 

実 績 値 ②  １０８ １１４ １０９ １１９ １４３ 

確保見込み－実績 ①－② ２７ ２１ ３１ ２６ ７ 

実 績 値（２歳のみ） ５２ ６０ ５７ ４７ ８２ 

※第２期までは１歳と２歳の合計で算出。国から第３期より１歳と２歳を分けて集計と指示あり 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  ６０ ６５ ６５ ６５ ６０ 

確保見込み ６０ ６５ ６５ ６５ ６０ 

 

【対象施設】 

  第一保育所：生後３か月から 

 笠松保育園：１歳から 

 松枝保育所 下羽栗保育所：１歳６か月から  

 

【確保の方策（今後の方針）】 

  第２期計画における確保見込みと実績を比較した結果、利用者は年々増加しており、

育休復帰などに伴う年度途中の利用増加に対し定員弾力化の運用により提供体制を確

保している現状です。 

今後も利用の増加が見込まれるため、保護者のニーズや事業者の意向などを調査し

児童数の推移も見極めながら、各保育所の定員の見直しや保育所（園）・幼稚園からの

認定こども園への移行、地域型保育事業の活用などにより計画的な提供体制の整備に

努めます。 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

４）３号認定（１歳）   （計画値及び実績②は１・２歳）      （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計画値 
量の見込み １３５ １３５ １４０ １４５ １５０ 

確保見込み ① １３５ １３５ １４０ １４５ １５０ 

実 績 値 ②  １０８ １１４ １０９ １１９ １４３ 

確保見込み－実績 ①－② ２７ ２１ ３１ ２６ ７ 

実 績 値（１歳のみ） ５６ ５４ ５２ ７２ ６１ 

※第２期までは１歳と２歳の合計で算出。国から第３期より１歳と２歳を分けて集計と指示あり 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  ７５ ７５ ７５ ７０ ７０ 

確保見込み ７５ ７５ ７５ ７０ ７０ 

 

【対象施設】３号認定（２歳）を参照 

【確保の方策（今後の方針）】３号認定（２歳）を参照 

 

５）３号認定（０歳）                         （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計

画

値 

量の見込み ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ 

   確保見込み ① ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ 

実 績 値 ② ２８ ２１ ３３ ２０ ８ 

確保見込み－実績 ①－② ７ １４ ２ １５ ２７ 

 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ 

確保見込み  ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ 

 

【対象施設】３号認定（２歳）を参照 

【確保の方策（今後の方針）】３号認定（２歳）を参照 
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６）０～２歳の子どもに係る保育利用率                （単位：人／％） 

 区 分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

推計児童数（０～２歳児） ４３６ ４４２ ４３３ ４２４ ４１７ 

保育所入所児童数 

（確保見込み） 
１７０ １７５ １７５ １７０ １６５ 

※保育利用率 ３９．０ ３９．６ ４０．４ ４０．１ ３９．６ 

保育所入所児童数 

（量の見込み） 
１７０ １７５ １７５ １７０ １６５ 

※量の見込み割合 ３９．０ ３９．６ ４０．４ ４０．１ ３９．６  

 子ども・子育て支援法に基づく基本指針では、満3歳未満の子どもに待機児童が多いこ 

とに鑑み、満3歳未満の子どもの数全体に占める、３号認定の子どもの利用定員数（確保 

見込み）の割合（＝「保育利用率」）の目標を設定することとされています。 

 この計画における数値が確保すべき目標値となることから、町における「保育利用率の 

目標値」は、※保育利用率（確保見込み÷推計児童数）と※量の見込み割合（量の見込み 

÷推計児童数）とを比較して高い数値とします。 

 

 

 

 

 

 

 

☆《１－１－２ 時間外保育事業（延長保育）》 

【事業概要】 

保育の認定を受けた児童について、保護者の就労時間などにより、通常の利用日およ

び利用時間以外の日および時間において、保育を行います。 

実施場所 ：第一保育所、松枝保育所、下羽栗保育所、笠松保育園 

   利用時間 ：保育標準時間 午後6時～7時 

                 保育短時間 午前7時～8時30分 午後4時30分～7時 
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 【量の見込みと確保見込み】                      （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計

画

値 

量の見込み ２７０ ２７０ ２７０ ２７０ ２７０ 

   確保見込み ① ２７０ ２７０ ２７０ ２７０ ２７０ 

実 績 値 ② １８３ １８６ １９９ １９５ － 

確保見込み－実績 ①－② ８７ ８４ ７１ ７５ － 

 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  １９０ １８５ １８０ １７５ １７５ 

確保見込み  １９０ １８５ １８０ １７５ １７５ 

 

【確保の方策（今後の取組）】 

第２期計画における確保見込みと実績を比較した結果、確保が図られていると考えら

れます。今後も現状の提供体制を維持すると共に、保護者の就労状況の変化などによる

需要の動向を見極めながら適切に対処します。 

 

 

 

《１－１－３  低年齢児保育》 

【事業概要】 

下記の保育所において、生後３か月からの乳児の保育など低年齢児保育を行います。 

第一保育所：生後３か月から 

    笠松保育園：１歳から 

    松枝保育所 下羽栗保育所：１歳６か月から  

 

【今後の取組】  

核家族化や女性の就労の増加により、乳児保育や３歳未満児保育の需要が拡大して

いることから、各保育所の定員の見直しを見据えた施設整備や保育士の確保、保育所

（園）・幼稚園からの認定こども園への移行、また小規模保育事業などの地域型保育事

業の促進により提供体制の整備に努めます。 
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《１－１－４  保育所における障がい児の受け入れ》 

【事業概要】 

集団保育の可能な障がい児に対し、健全な社会性の成長発達を促進するため、下記の

保育所において、健常児とともに集団保育を行います。 

松枝保育所 下羽栗保育所 笠松保育園 

実施施設の加配職員の人件費の財源保障を行います。 

 

【今後の取組】 

関係機関（ことばの教室、学校など）との連携を強化し、支援体制の整備に努めます。 

 

《１－１－５  広域保育》 

【事業概要】 

保護者の勤務地により保育時間内に送迎できない場合、その勤務地の市町村の保育

所（園）で保育の必要な児童の相互受け入れを行います。 

これまで協定を結んだ市町村：岐阜市 羽島市 各務原市 一宮市 岐南町 など 

 

【今後の取組】 
保護者の就労支援のため継続して実施します。 

 

１－２ 地域における子育て支援サービスの充実 

 

 

 

 

☆《１－２－１  地域子育て支援拠点事業（こども館）》 

【事業概要】 

家庭における子育て支援と子どもの健全育成に寄与するため、子育て相談や子育て支

援講座など、各種の子育て支援事業を実施します。 

旧こども館の老朽化や立地場所の安全性などの理由により、桜町に新こども館を建設

し、令和４年３月に移転しています。 

 

  主な事業：子育てサロン（１－２－２参照） 

  開館時間：火曜日～日曜日 午前９時～午後5時 

        

【施策の方向】 

すべての子育て家庭への支援を行うため、こども館を拠点に子育て支援サービスを実施しま

す。子育ての不安軽減や子育て親子がふれあい、話し合いができる交流の場の提供など、地域

におけるさまざまな子育て支援サービスの充実を目指します。 
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【量の見込みと確保見込み】                      （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計

画

値 

量の見込み 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 

   確保見込み ① 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 

実 績 値 ② 451 805 1,234 1,377 － 

確保見込み－実績 ①－② 1,599 1,245 816 673 － 

 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

確保見込み 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

 

【確保の方策（今後の取組）】 

第２期計画における確保見込みと実績を比較した結果、確保が図られていると考えら

れます。今後も保護者のニーズを十分調査し、子育て相談や子育て支援講座など各種の

子育て支援サービスを行い事業の拡充に努めます。 

 

 

《１－２－２  子育てサロン》 

【事業概要】 

乳幼児とその保護者などを対象に、親子遊び、リトミック講座、人形劇などを開催し、

親同士の情報交換や育児交流を行うとともに、健康や発育・育児に関する相談・指導を

行います。（月２回 乳幼児と保護者対象） 

また、どの地域の親子でも気楽に参加できるよう、年１回づつ開催場所を松枝方面、

下羽栗方面の公共施設で開催しています。 

 

【今後の取組】 

・継続参加の増加のため、多種多様なテーマにより充実を図ります。 

・講師、ボランティアの確保並びに育成を行います。また、子育てサロンを機に、親同士

の交流が図れる自主サークルづくりへと展開できるよう努めます。 
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☆《１－２－３ 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター）》 

【事業概要】 

育児の援助を利用したい人と提供したい人が会員となり、育児の相互援助を行う事業

です。ファミリー・サポート・センターにアドバイザーを配置し、援助活動の連絡調整

を行います。 

羽島市・岐南町と協定を結び１市２町共同の「はしま広域ファミリー・サポート・セ

ンター」事業として会員相互の援助活動を行います。 

 

【量の見込みと確保見込み】                      （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計

画

値 

量の見込み ３３０ ３３０ ３３０ ３３０ ３３０ 

   確保見込み ① ３３０ ３３０ ３３０ ３３０ ３３０ 

実 績 値 ② ２７３ ３５８ ２２０ １８２ － 

確保見込み－実績 ①－② ５７  △２８  １１０ １４８ － 

 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  ３３０ ３３０ ３３０ ３３０ ３３０ 

確保見込み ３３０ ３３０ ３３０ ３３０ ３３０ 

 

【確保の方策（今後の取組）】 

・第２期は特定の利用者に限られており、利用者数は横ばいであるが、今後も一定の需

要はあると考えられることから、第2期の計画値を維持し、第３期の量の見込みを算

定しています。 

・今後も引き続き、情報提供に努めるとともに、提供会員の増加や研修の充実など、事

業の促進に努めます。 

 

☆《１－２－４  一時預かり事業》 

【事業概要】 

保護者の仕事、冠婚葬祭、傷病やリフレッシュにより、家庭において一時的に保育が

困難となった就学前の子どもの一時預かりを行います。年齢に応じたクラスにおいて、

通常保育と同様に行っています。 

幼稚園においては、平日や長期休園日の預かり保育も含んでいます。 



 

 

41 

【量の見込みと確保見込み】                      

＜保育所（園）＞                           （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計

画

値 

量の見込み 1,700 1,700 1,680 1,660 1,640 

   確保見込み ① 1,700 1,700 1,680 1,660 1,640 

実 績 値 ② 314 469 553 514 － 

確保見込み－実績 ①－② 1,386 1,231 1,127 1,146 － 

 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  1,000 960 965 950 935 

確保見込み 1000 960 965 950 935 

 

＜幼稚園＞                             （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計

画

値 

量の見込み 8,600 8,720 8,660 8,660 8,530 

   確保見込み ① 8,600 8,720 8,660 8,660 8,530 

実 績 値 ② 6,746 6,396 7,681 8,788 － 

確保見込み－実績 ①－② 1,854 2,324 979 △128 － 

 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  8,800 8,310 8,060 7,710 7,820 

確保見込み 8,800 8,310 8,060 7,710 7,820 

 

【確保の方策（今後の取組）】 

・第２期計画における確保見込みと実績を比較した結果、ほぼ確保が図られていると考

えられます。 

・保護者の就労形態の多様化や育児に伴う心理的・身体的負担を軽減するため、今後も

保育所（園）・幼稚園などの事業実施施設に関する情報提供、連絡調整に努めるととも

に、受け入れ体制の整備に努めます。 
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☆《１－２－５  病児・病後児保育事業》 

【事業概要】 

乳幼児から小学校 3 年生までの児童が、病気または病気の回復期において集団保育な

どが困難であり、保護者の就労などにより、家庭における育児・看護が困難な場合に受け

入れを行います。 

  実施施設：岐阜市（７施設） 羽島市（１施設） 各務原市（１施設）         

岐南町（１施設） 笠松町（病児１施設・病後児１施設） 

 

【量の見込みと確保見込み】                      （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計

画

値 

量の見込み １１４ １１４ １１４ １１４ １１４ 

   確保見込み ① １１４ １１４ １１４ １１４ １１４ 

実 績 値 ② ３０ ４３ ８９ ８６ － 

確保見込み－実績 ①－② ８４ ７１ ２５ ２８ － 

 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  １１４ １１４ １１４ １１４ １１４ 

確保見込み １１４ １１４ １１４ １１４ １１４ 

 

【確保の方策（今後の取組）】 

・核家族化や働く女性の増加により、今後も需要は増加すると考えられることから、第

２期の計画値を維持し、第３期の量の見込みを算定しています。 

・笠松町においては、令和６年１月より町内の病院と連携し、病児保育の受入れを開始

しましたが、病院側に新たに定員枠を増やすことは求めず、現状の病児保育の定員範

囲内での対応としています。今後は、他の受け入れ先の事業所の確保やより利用しや

すい事業へと体制強化に努めます。 

・今後も制度啓発と情報提供に努めるとともに、ファミリー・サポート・センターと一

体的なサービスの提供体制づくりも検討します。 
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☆《１－２－６  子育て短期支援事業（ショートステイ）》  

【事業概要】 

保護者の疾病などの理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難とな

った場合、児童養護施設などに入所させ、必要な養育を行います。 

平成２９年度より事業を開始しています。 

 

【量の見込みと確保見込み】                      （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計

画

値 

量の見込み １０ １０ １０ １０ １０ 

   確保見込み ① １０ １０ １０ １０ １０ 

実 績 値 ② ０ ０ ７ ０ ０ 

確保見込み－実績 ①－② １０ １０ ３ １０ １０ 

 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  １０ １０ １０ １０ １０ 

確保見込み １０ １０ １０ １０ １０ 

 

【確保の方策（今後の取組）】 

第２期計画における確保見込みと実績を比較した結果、確保が図られていると考えら

れます。一時的な養育機関として引き続き周知し、急な申請にも対応できるよう実施体

制の維持に努めます。 

  

 

 

 

☆《１－２－７  利用者支援事業》   

【事業概要】 

子育て家庭の個別ニーズを把握し、教育・保育施設や地域子育て支援事業などの情報

提供および必要に応じて相談・助言などを行うとともに、関係機関との連絡・調整を行

うための拠点となる機関を設置します。 
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【量の見込みと確保見込み】                    （単位：機関数） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計

画

値 

量の見込み １ １ １ １ １ 

   確保見込み ① １ １ １ １ １ 

実 績 値 ② １ １ １ １ １ 

確保見込み－実績 ①－② ０ ０ ０ ０ ０ 

 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  １ １ １ １ １ 

確保見込み １ １ １ １ １ 

 

【確保の方策（今後の取組）】 

現在、「子育て世代包括支援センター」において、保健師や助産師が不安や悩みの相

談に対応し、福祉関係機関や医療関係者との連絡調整を行いながら、妊娠期から子育

て期まで切れ目のないサポートを行っています。 

今後は、「子育て世代包括支援センター」は「こども家庭センター」として、すべて

の妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に切れ目のないサポートを行うとともに、支

援を要するこども・妊産婦等へのサポートプランの作成や、関係機関と連携するな

ど、より一層、子育てをサポートする体制を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※子育て世代包括支援センター 令和５年度実績 

   保健師・助産師による訪問：128件  電話相談・窓口相談：481件   
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☆《１－２－８  子育て世帯訪問支援事業》 

【事業概要】 

家事・育児等に対して不安を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラーがいる家庭

等に訪問支援員を派遣し、食事や洗濯、育児などの支援を行います。 

 

【量の見込みと確保見込み】                      （単位：人） 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  １０ １０ １０ １０ １０ 

確保見込み １０ １０ １０ １０ １０ 

 

【確保の方策（今後の取組）】 

家事・子育て等の支援を実施し、家庭や療育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未

然に防いでいきます。 

 

☆《１－２－９  乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）》   

【事業概要】 

    保護者の就労の有無に関わらず、生後６か月から３歳未満までの保育所、幼稚園など

に通っていない乳幼児を対象に、保育所などを月に１０時間を限度に利用できる制度で

す。同年代の子ども同士で触れ合ったり、集団の中で過ごしたりすることで、社会性が

育まれ子どもの健やかな成長を促します。 

 

【量の見込みと確保見込み】                      （単位：人） 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み（必要定員数） － ４ ４ ４ ４ 

確保見込み － ４ ４ ４ ４ 

 

【確保の方策（今後の取組）】 

 

 

 

 

 

利用状況やニーズなどを鑑み、必要に応じて計画の中間年に量の見込みを見直します。 

教育・保育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受入れ枠の確保に努め

るほか、乳児等通園支援事業者と教育・保育施設との間で情報を共有することができる

体制の整備に努めます。 

また、幼稚園等における満３歳児クラスの活用を促進し、乳児等通園支援事業の活用

から教育・保育施設への円滑な移行を支援します。 
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☆《１－２－１０  実費徴収に係る補足給付を行う事業》   

【事業概要】 

保護者の世帯所得の状況などを勘案して、特定教育・保育施設などに対して、保護者

が支払うべき日用品、文房具、その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用ま

たは行事への参加に要する費用などを助成します。 

また、幼児教育・保育の無償化に伴い、副食費免除の対象とならない未移行幼稚園の

利用者の副食費を助成します。 

 

【量の見込みと確保見込み】  

※設定を必要としていません。 

【確保の方策（今後の取組）】 

引き続き継続して実施します。 

 

☆《１－２－１１  多様な主体の参入を促進するための事業》 

【事業概要】 

特定教育・保育施設などへの民間事業者の参入の促進に関する調査研究、その他多様

な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設などの設置または運営を促進します。 

 

【量の見込みと確保見込み】 ※設定を必要としていません。 

 

 １-３ 相談支援体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

《１－３－１  子育て支援情報の提供》 

【事業概要】 

各種の子育て支援サービス・保育サービスが利用者に周知できるよう、広報紙や町ホ

ームページ、LINE、SNSなどにより子育て支援情報を提供します。 

転入者のすべてに、事業の紹介のパンフレットなどを配付し、乳幼児・児童がいる家庭

についても保健事業などの情報を提供します。 

【施策の方向】 

妊娠・出産から育児・健診・保育など、幅広い子育て支援情報の提供体制を確保し、地域に

おける子育て支援のネットワークづくりに努めるとともに、子育て家庭が安心して相談する

ことができるよう、子育て支援に関する総合的な相談支援体制の整備を図ります。 

妊娠・出産・子育て支援の総合相談窓口として、「こども家庭センター」を設置し、各種の

相談に対応し、必要に応じて関係機関との連絡調整を図ります。 

※こども家庭センターの詳細については《１－２－７利用者支援事業》を参照 
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【今後の取組】 

地域における子育て支援サービスのネットワークづくりを促進し、子育て支援サービ

ス・保育サービスを効果的・効率的に提供します。 

 

《１－３－２  子育て意識の啓発》 

【事業概要】 

こども館での「子育てサロン」や各種事業など、遊びの活動を通して親子がふれあい、

参加者の保護者同士が抱えている問題や悩みを語る場の中で、子育て意識の啓発に取り

組んでいます。 

 

【今後の取組】 

・男女が協力して家庭を築き、子どもを生み育てることの意義に関する教育、啓発など

関係機関が連携して取り組みます。 

・児童・生徒を対象とした子育て支援事業の中で、次代を担う子どもたちの子育てへの

意識の啓発に取り組みます。 

 

《１－３－３  子育てサークルの育成》 

【事業概要】 

子育て親子の交流や仲間づくりを支援し、子育てサークルの育成や活性化に努めます。 

 

【今後の取組】 

・地域の子育て経験者や子育て中の保護者などを子育てサポーターとして育成するとと

もに、子育て相談や子育てサークルの立ち上げを支援します。 

・子育て支援事業を通して、親同士の仲間づくりができるよう、保育所（園）・幼稚園の

親相互の交流、活性化を図ります。 

 

《１－３－４  相談体制の充実》 

【事業概要】 

こども家庭センターを総合的な相談窓口の拠点とし、各種関係機関と連携をとり相談

体制の充実を図ります。また、不安を抱える保護者に対する相談支援を通して、虐待予

防に努めます。 

 

【今後の取組】 

・子育てに関わる情報収集と情報提供に努め相談窓口の拡充を図ります。 

・児童虐待の予防のため、適切な援助を行います。 
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☆《１－３－５  児童育成支援拠点事業》 

【事業概要】 

養育環境に課題を抱え、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、生活習慣の形成

や学習のサポート、進路等の相談・支援、食事の提供等を行うとともに、児童及びその

家庭の状況をアセスメントし、居場所の支援や関係機関との調整など、児童の状況に応

じた支援を包括的に提供します。 

【量の見込みと確保見込み】                         （単位：人） 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

確保見込み ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

 

【確保の方策（今後の取組）】 

居場所の支援や関係機関との調整を行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括

的に提供することにより、虐待を 防止し、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を

図っていきます。 

 

☆《１－３－６  親子関係形成支援事業》 

【事業概要】 

悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講義やグループワーク、ロール

プレイ等を通じて、児童の心身の発達状況等に応じた情報提供、相談及び助言を行うと

ともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報

交換ができる場を設けます。 

 

【量の見込みと確保見込み】                      （単位：人） 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  １０ １０ １０ １０ １０ 

確保見込み １０ １０ １０ １０ １０ 

 

【確保の方策（今後の取組）】 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、情

報の交換ができる場を設けるなどし、親子間における適切な関係性の構築を図っていき

ます。 
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１-４ 子どもの健全育成 

 

 

 

 

《１－４－１  こども館の運営》 

【事業概要】 

児童に健全な遊びを与えて、その健康の増進と情操を豊かにするため、子ども同士の

交流や親子遊びなどの子育て支援事業を行います。 

小学生行事や「ピヨピヨひろば」、「Baby ひろば」、「手づくりパーク」などの幼児親

子行事など、遊びの交流事業を実施しています。 

令和４年３月にこども館が新しく開館してからは、従来の乳幼児親子対象の「地域子

育て支援拠点」としての機能に加え、「１８歳未満のすべてのこどもが自由に利用できる

居場所」としての役割も併せ持ち、小・中・高校生の居場所として、子育て支援団体の

協力により、月１回「子ども相談室」「ティーンズテーマトーク」「ティーンズスペース」

など各種行事も開催しています。 

【今後の取組】 

・事業内容を充実し、遊びを通じた体験学習を設定するなど、子どもたちの夢や好奇心を

育む特色のある施設を目指し、地域における児童の居場所、交流の場を提供します。 

・新こども館がこれまで利用したことのない子どもたちや保護者にとって馴染みのある

場所になるよう、学校や民間子育て団体などと連携しながら周知に努めます。 

・各地域でのこども館の子育て支援機能については、既存の施設を活用して行うよう努め

ます。 

 

☆《１－４－２  放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）》 

【事業概要】 

平日の放課後や学校休業日に、保護者の就労などで家庭において適切な監護が得ら

れない小学生に対し、家庭に代わる生活の場を確保し、適切な遊びや集団活動、生活

指導を行います。 

対象児童：小学校１年生～４年生（令和５年度までは小学校３年生まで） 

 ※土曜日と長期休業日のみ６年生まで 

開設場所：笠松小学校 北舎１階東側教室・展示室 

  松枝小学校 校舎南西側専用教室 

  下羽栗小学校 校舎南西側専用教室 

 開設時間：授業日 放課後～午後７時     学校休業日 午前７時３０分～午後７時  

【施策の方向】 

子どもの健全育成に努めるため、子ども同士の遊びと交流の場や安全な居場所を提供

します。また、すべての子どもが健やかに成長しようとする、子ども自らの育つ力を育

みます。 
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【量の見込みと確保見込み】                      （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計

画

値 

量の見込み 低学年 １６４ １６２ １６１ １５６ １５７ 

      高学年 ６０ ５７ ５７ ５４ ５３ 

量の見込み 合計 ２２４ ２１９ ２１８ ２１０ ２１０ 

   確保見込み ① ２２５ ２２０ ２２０ ２１０ ２１０ 

実

績

値 

実績値  低学年 １１１ １２９ ８３ ９５ － 

     高学年 ５１ ３４ ２６ ３５ － 

実績値 合計 ② １６２ １６３ １０９ １３０ － 

確保見込み－実績 ①－② ６３ ５７ １１１ ８０ － 

 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み   低学年 １５１ １４６ １３８ １３５ １２７ 

量の見込み   高学年 ５３ ５２ ５２ ５１ ４９ 

量の見込み 合計 ２０４ １９８ １９０ １８６ １７６ 

確保見込み ２０５ ２００ １９０ １９０ １８０ 

 

【確保の方策（今後の取組）】 

・第２期計画における確保見込みと実績を比較した結果、確保が図られていると考えら

れます。今後も保護者のニーズを十分調査し、必要に応じて事業の拡充に努めます。 

・研修による指導員の資質向上に努め、安心して利用できる環境整備に努めます。 

 

《１－４－３  放課後子ども総合プランの推進》 

【事業概要】 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）と放課後子ども教室（こどもわくわく

広場）の一体的実施または連携実施に向けて検討します。 

【今後の取組】 

事業の実施に向けて検討します。 
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《１－４－４  子どもの権利の尊重》 

【事業概要】 

令和 4 年 3 月に子どもの権利を保障し、自由な意思表明を目的とする「笠松町子ど

もの権利に関する条例」が施行され、子どもの権利に関する情報提供や啓発活動を進め

ています。 

  この条例は、すべての子どもたちが夢と希望を持って自由に生き生きと育つことので

きるまちをめざして、子どもの持つ４つの権利と大人の役割、子ども自身の役割を定め

ています。 

 〇子どもが持つ4つの権利 

・安心して生きる権利 ・のびのびと育つ権利 ・守られる権利 ・参加する権利 

     「笠松町子どもの権利に関する条例」は資料編３を参照 

また、応募のあった笠松町内の小・中学生が、笠松町のまちづくりに対する課題や解

決策を検討し、その提案を町へ提言する「かさまつ子どもまちづくり会議」を令和４年

度から進め、子どもの参画についても力を入れています。 

 

【今後の取組】 

引き続き、子どもが心身共に健やかに育ち、その基本的人権が尊重されるよう、「笠松

町子どもの権利に関する条例」に規定される子どもが持っている権利を、関係団体等と

連携して、子どもや子どもを取り巻く大人に周知していきます。 
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基本目標２ 子どもと親の心と体の健康づくり 

２-１ 切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 

 

 

 

 

 

 

 

《２－１－１  不妊症診断検査費等の助成》 

【事業概要】 

子どもを望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始できるよう、

不妊症診断検査費用の一部を助成し、子どもを生み育てやすい環境づくりを推進します。 

 

【今後の取組】 

検査の一部助成を行うことにより、経済的・精神的負担の軽減などを図ります。 

 

《２－１－２  母子健康手帳の交付》 

【事業概要】 

妊娠届出書の提出時に、母子健康手帳を保健師がすべての妊婦と面談し福祉健康セン

ターにて交付します。併せて、妊産婦の健康管理や乳幼児の養育に必要な情報、小学校

就学前までの健康診査・予防接種・歯科健診などの子育てに関する情報の提供を行いま

す。 
  

 

【今後の取組】 

妊娠・出産、健全な乳幼児の成長・発達など、母子の健康管理のため今後も継続して

実施します。 

 

☆《２－１－３  妊婦健康診査等》 

【事業概要】 

安全な出産のため、健康診査料の助成を行い母体の健康保持を図ります。 

母子健康手帳交付時に妊婦健康診査受診票を１４枚、令和５年度より多胎妊婦には受

診票５回分を追加、また歯科健康診査受診票を１枚交付し、充実を図っています。 

【施策の方向】 

快適な出産と健やかな子育てができるよう、妊婦および乳幼児の健診や相談・訪問指

導などを通じて、出産・育児の負担や不安の軽減を図ります。 

「こども家庭センター」を設置し、すべての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に

切れ目のない支援を行い、育児不安や虐待の防止を図ります。 

 

※こども家庭センターの詳細については《１－２－７利用者支援事業》を参照 
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【量の見込みと確保見込み】                      （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計

画

値 

量の見込み 2,786 2,758 2,730 2,688 2,632 

   確保見込み ① 2,786 2,758 2,730 2,688 2,632 

実 績 値 ② 2,085 2,287 1,717 1,850 － 

確保見込み－実績 ①－② 701 471 1,013 838 － 

 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  2,100 2,044 2,002 1,974 1,946 

確保見込み 2,100 2,044 2,002 1,974 1,946 

 

【確保の方策（今後の取組）】 

・第２期計画における確保見込みと実績を比較した結果、確保が図られていると考えら

れます。 

・引き続き妊婦健診の重要性の啓発に努め、受診票交付などにより受診率の向上に努

めます。 

 

《２－１－４  プレパマクラブ》 

【事業概要】 

毎月、福祉健康センターで助産師が実施しています。妊娠中の夫婦やその家族同士が

楽しく過ごせる交流の場となっています。そのほか、希望に応じて、保健師・助産師・歯

科衛生士・栄養士が相談に応じ、妊娠中や出産の不安の軽減を図ります。 

 

【今後の取組】 

妊娠中や出産の不安の軽減と妊婦同士の交流を図るために、今後も継続して実施します。 

 

《２－１－５  産後健康診査》 

【事業概要】 

産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後２週間及び産後４週間の産

後間もない時期の産婦に対し、医療機関での健康診査料（２回分）を助成します。 

 

【今後の取組】 

産婦に対する健康診査に係る費用を助成することにより、産後健診の結果を早期に把

握し支援につなげ、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図ります。 
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☆《２－１－６  産後ケア事業》 

【事業概要】 

助産師等の専門スタッフが、宿泊、日帰り、家庭訪問で母体の休養及び体力の回復、母

体と乳児のケア、育児に関する指導等を行います。 

 

【量の見込みと確保見込み】                      （単位：人） 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  １０ １０ １０ １０ １０ 

確保見込み １０ １０ １０ １０ １０ 

 

【確保の方策（今後の取組）】 

産後の母子に対し、必要な産婦に産後ケアを利用することで、母子の健やかな育児が

できるように支援をしていきます。 

 

《２－１－７  育児ほほえみ相談》 

【事業概要】 

育児や授乳等に関するさまざまな不安や悩みに対応するため、産婦人科や助産所の助

産師が相談に応じる育児ほほえみ相談の費用を助成します。 

 

【今後の取組】 

いつでも相談できる安心感と育児不安の軽減のため、今後も継続して実施します。 

 

《２－１－８  新生児聴覚検査費の助成》 

【事業概要】 

聴覚障がいの早期発見・早期療育のため、安心して聴覚検査が受診できるよう、新生

児聴覚検査に要する費用の一部（上限 3,700 円）を助成し、子どもを生み育てやすい

環境づくりを推進します。 

 

【今後の取組】 

新生児聴覚検査の経済的支援を行うことにより、経済的負担の軽減と、聴覚障がいの

早期発見・早期療育につなげるため継続して実施します。 
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《２－１－９  乳幼児健康診査（乳児・1歳６か月児・３歳児）》 

【事業概要】 

各種健診を行い、乳幼児の健やかな成長・発達の支援や育児不安の軽減を図ります。 

・乳児健診：３～４か月児 

身体計測・内科健診などのほか、発達のチェックや予防接種の受け方、歯や離乳食な

どの指導を行います。 

・１歳６か月児健診・３歳児健診 

身体計測・内科健診・歯科健診などのほか、発達のチェックや保健指導、食事などに

ついての栄養指導、歯磨きの仕方などの指導を行います。 

 

【今後の取組】 

乳幼児の健やかな成長・発達の確認や疾病の早期発見に努めます。また、育児不安の軽

減や母子保健・子育て支援事業の情報提供や親子の交流の場として継続して実施します。 

 

《２－１－１０  乳幼児教室（お誕生教室・にこにこ教室・たんぽぽ教室）》 

【事業概要】 

年齢に応じた教室を開催し、乳幼児の健やかな成長・発達の支援や育児不安の軽減を

図ります。 

・お誕生教室：１１か月児 

身体計測、栄養・歯科指導、運動発達に関する話のほか、保健指導を実施します。 

・にこにこ教室：２歳児 

身体計測・栄養指導・保健指導のほか、歯科衛生士による歯磨き指導や講師による遊

びの指導を実施します。 

・たんぽぽ教室（子育て応援教室） 

   1 歳 6 か月児健診、にこにこ教室で、子育てに対し困難さを感じている保護者や子

どもとの関わり方が分からない保護者等に対して、親子遊び、学習会を通して、育児

不安の軽減や育児力の向上を図ります。 

   

【今後の取組】 

乳幼児の成長・発達の確認や育児不安の軽減のために、母子保健、子育て支援事業な

どの情報提供や親子の交流の場として継続して実施します。 

 

《２－１－１１  マタニティ相談・育児相談》 

【事業概要】 

妊娠中の夫婦を対象に実施し、妊娠中の生活についての相談を行います。また、乳幼

児の成長・発達や栄養など、育児に関する相談を行います。電話での相談にも保健師な

どが対応します。 

・福祉健康センター 月2回  ・下羽栗会館 こども館 月１回 
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【今後の取組】 

妊娠中や出産、育児についての不安軽減のため、保健師・助産師・栄養士・歯科衛生

士による相談や母子保健・子育て支援事業などの情報提供や妊婦・親子の交流の場とし

て継続して実施します。 

 

《２－１－１２  絵本の読み聞かせ》 

【事業概要】 

乳幼児の心の発達を促すため、乳幼児の親子を対象に、小集団で絵本の読み聞かせを

実施し、読み聞かせの大切さを知らせるとともに読み聞かせの方法を指導します。乳児

健康診査・育児相談時などに図書室ボランティア「かみふうせん」が実施しています。 

 

【今後の取組】 

絵本を仲立ちとした親子遊びを通して赤ちゃんの言葉と心を育むため、継続して実施

します。 

 

《２－１－１３  幼児歯科フッ化物塗布》 

【事業概要】 

１歳６か月児健診・３歳児健診時に虫歯予防のためフッ化物を塗布するとともに歯科

保健指導を行います。 

 

【今後の取組】 

幼児の虫歯予防とともに、保護者への虫歯予防の意識づけのために、今後も継続して

実施します。 

 

《２－１－１４  歯磨き指導》 

【事業概要】 

乳幼児とその保護者を対象に「歯磨き教室」を実施し、歯みがき指導、歯の汚れのチ

ェックなどを行います。また、保育所（園）・小中学校において、嘱託歯科医師による歯

科健診や歯科衛生士による歯磨き指導を実施します。 

 ・歯みがき教室：福祉健康センター 月2回（育児相談時に実施） 

【今後の取組】 

歯磨き指導を継続して実施します。 

 

《２－１－１５  訪問指導》 

【事業概要】 

妊婦や出産した家庭などを対象に、保健師・助産師・管理栄養士が個別訪問を実施し、

乳幼児の発育・発達の成長確認や育児不安に関する相談、妊産婦の生活指導を行います。 
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【今後の取組】 

生活の場である家庭において、乳幼児の健やかな成長・発達の確認や保護者の育児不

安の軽減、また、今後の町の母子保健、子育て支援事業などの情報提供を行うため、そ

の家庭の生活環境に合わせた訪問指導を今後も継続して実施します。 

 

☆《２－１－１６  乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）》 

【事業概要】 

母子保健推進員が生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、乳児健診の案

内を配付するとともに、子育て支援に関する情報提供や養育環境などの把握を行います。 

【量の見込みと確保見込み】                      （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計

画

値 

量の見込み １９９ １９７ １９５ １９２ １８８ 

   確保見込み ① １９９ １９７ １９５ １９２ １８８ 

実 績 値 ② １５７ １６２ １６２ １３５ － 

確保見込み－実績 ①－② ４２ ３５ ３３ ５７ － 

 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  １５０ １４６ １４３ １４１ １３９ 

確保見込み １５０ １４６ １４３ １４１ １３９ 

【確保の方策（今後の取組）】 

・第２期計画における確保見込みと実績を比較した結果、確保が図られていると考えられ

ます。 

・核家族が多く、子育てに悩む保護者が多い現在、すべての家庭を訪問することが可能な

体制を整え、引き続き悩みの傾聴や情報提供、養育環境などの把握に努めます。 

・妊婦のころからの切れ目のない支援を行えるよう、人員体制の整備に努めます。 

 

☆《２－１－１７  養育支援訪問事業》 

【事業概要】 

支援の必要な妊婦や乳幼児健診などで育児に不安のある保護者、養育上の問題を抱え

る家庭に対して、保健師・助産師・管理栄養士などが訪問し、指導や助言を行うことによ

り、児童虐待の予防や子育て支援を行います。 
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【量の見込みと確保見込み】                      （単位：人） 

第２期  計 画 ・ 実 績 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

(６月末) 

計

画

値 

量の見込み ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

   確保見込み ① ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

実 績 値 ② １６ １５ ６ １４ － 

確保見込み－実績 ①－② １４ １５ ２４ １６ － 

 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

確保見込み ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

【確保の方策（今後の取組）】 

・第２期計画における確保見込みと実績を比較した結果、確保が図られていると考えら

れます。 

・乳児家庭全戸訪問事業をはじめ、さまざまな方面からの情報を収集し、養育支援を必

要としている家庭の早期把握に努めます。 

・適切な対応が行えるよう関係機関との連携を図りながら人員体制の整備に努めます。 

 

 

☆《２－１－１８  妊婦等包括相談支援事業》 

【事業概要】 

妊婦やその配偶者等に対して面談等により情報提供、相談等の伴走型相談支援として、

母子健康手帳交付時、妊娠後期の電話相談、生後４か月までの訪問や面談の機会を活用

し、情報提供や相談対応等を行い必要な支援につなぎます。 

【量の見込みと確保見込み】                      （単位：回） 

第３期  計  画 

区  分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み  ５１０ ５１０ ５１０ ５１０ ５１０ 

確保見込み ５１０ ５１０ ５１０ ５１０ ５１０ 
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【確保の方策（今後の取組）】 

妊産婦等に対してこども家庭センターにおいて相談・支援を実施し、妊娠期から子育

て期までの切れ目のない伴走型支援の充実を図っていきます。 

 

２-２ 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実 

 

 

 

 

 

《２－２－１  健康（思春期）教育》 

【事業概要】 

薬物使用、喫煙、飲酒、性感染症やエイズ問題、過剰なダイエットなどについて、学校

において健康教育を行います。 

各小中学校で薬剤師などの指導による「薬物乱用防止教室」を開催したり、担任や養護

教諭などにより、保健の授業の中で、エイズなどの感染症を含め性に関わる内容について

指導するなど、児童・生徒への指導並びに保護者への啓発を図ります。 

 

【今後の取組】 

・児童・生徒を取り巻く現状や発達の段階を十分に考慮し、性教育に関する適切な指導の

充実を図ります。 

・不健康、やせ、肥満などの思春期の課題の重要性を認識した保健対策の充実に努めます。 

・幅広い関係者が児童・生徒の問題行動の未然防止や自殺の兆候の早期発見などに取り組

むことや児童・生徒の心のケアのための相談体制の充実に努めます。 

・NPO団体主体で学校と地域の連携を図りながら「命の授業」を実施し、心身の成長や性

に関する健康教育を実施します。 

 

《２－２－２  不登校児童・生徒への支援（スクールカウンセラー・子どもサポートセンター）》 

【事業概要】 

学校にスクールカウンセラーを配置し、児童・生徒へのカウンセリングや保護者への

助言・援助、教職員への研修などを行っています。 

平成２０年度に学校外に開設された教育支援センター「子どもサポートセンター」と

連携して取り組んでおり、児童・生徒や保護者との信頼関係のうえで、児童・生徒への相

談・指導や保護者へのケアを行っています。 

 

【施策の方向】 

思春期は心身がともに著しく成長する時期であることから、性の悩みなどを抱える時

期でもあり、望まない妊娠、性感染症などさまざまな問題があります。 

この時期は、生涯にわたる生活習慣を形成し、将来、親となるための準備時期でもあ

ることから、学校との連携を図り、健診や相談、思春期教育を充実します。 
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【今後の取組】 

・スクールカウンセラー・スクール相談員、学校の教育相談担当および「子どもサポート

センター」や町の相談機関などとの幅広い連携を図り、児童・生徒の健やかな成長を支

援します。 

・不登校児童がさらに増加し、保護者へのケアの手段として、親の会の組織など、保護者

相互で実施することが望ましい場合には「子どもサポートセンター」を中心に検討しま

す。 

 

《２－２－３  児童生活習慣病予防教育》 

【事業概要】 

小学校高学年児童を対象に、保健師による生活習慣病の予防意識の向上を図ります。

また養護教諭、管理栄養士、学校栄養教諭による生活習慣病の予防や指導を行います。 

  

【今後の取組】 

自らの生活習慣を見直し、運動習慣の徹底や食生活の改善など、健康づくりのための

正しい知識の普及・啓発のため、事後指導に重点をおいて継続して実施します。 

 

２-３ 食育の推進 

 

 

 

 

《２－３－１  学校での食育の推進》 

【事業概要】 

成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養教諭が献立を作成し、栄養バ

ランスのとれた豊かな食事を提供することにより健康の増進、体位の向上を図ります。 

学校給食を食に関する指導を効果的に進めるための重要な教材として活用し、給食の

時間はもとより各教科や学級活動において食育の推進を図ります。 

食物アレルギーのある児童生徒については、家庭、学校、学校給食センターが連携し安

全な給食の提供に努めます。 

 

【今後の取組】 
栄養バランスのとれた安全・安心な学校給食の提供に引き続き努めるとともに、給食を

通じ、食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培える

よう努めます。 

【施策の方向】 

食育実践の基本は家庭にありますが、子どもたちが通っている保育所（園）や学校において

も、給食を通じて健康的な食習慣が形成できるよう、食育の推進を目指します。 

笠松町食育推進基本計画（平成３１年３月策定）のもと、ライフステージに応じた施策を展

開し、食育を推進していきます。 
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《２－３－２  健康で豊かな食育の支援》 

【事業概要】 

乳幼児期から家庭で楽しく食事をすることや健康的な食習慣が身につくよう、離乳食

教室や乳幼児健診、育児相談などでの栄養指導、食生活改善連絡協議会員（ボランティア

団体）による調理実習を行い、管理栄養士や保健師と連携して子育てや生活習慣の指導

を含めた栄養指導を行っています。 

 

【今後の取組】 

離乳食教室や乳幼児健診、育児相談などの母子保健事業の中で、食生活や生活習慣の

大切さについて、家庭での食生活・生活習慣も含め指導していくとともに、ボランティア

団体を活用しながら小学生や乳幼児がいる母親への食育推進事業を継続して実施します。 

 

 

２-４ 小児医療の充実 

 

 

《２－４－１  乳幼児・児童・生徒医療費の助成》 

【事業概要】 

福祉医療費助成制度（乳幼児・児童・生徒）により18歳に達する日以降の最初の３

月３１日までの保険診療の自己負担分を助成し、疾病の早期治療、児童の健康保持を促

進します。 

 

【今後の取組】 

子どもが安心して医療サービスを受けられるよう、また、子育て家庭の経済的支援と

して継続して実施します。 

 

《２－４－2  休日急病診療》 

【事業概要】 

休日時の急患に対応するため、日曜日や祝日、年末年始において、羽島郡医師会及び

羽島歯科医師会加入の医療機関が在宅当番制で休日の診療（内科系・歯科系）を実施し

ます。 

 

【今後の取組】 

今後も引き続き医師会並びに歯科医師会との連携を密にしながら、小児医療の充実に

係る重要な施策として、この制度の円滑な運用に努めます。 

 

【施策の方向】 

子どもがいつでも安心して医療サービスを受けられるよう、小児医療の充実を目指します。 
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《２－４－３  小児医療体制の確立》 

【事業概要】 

夜間や休日時の急患児に対応するため、岐阜市との協定により小児医療体制の整備を

行っています。 

・小児夜間急病センター（岐阜市民病院内）  

           平日・土曜日夜間（午後７時３０分～翌日午前８時） 

           日曜日・祝日・年末年始夜間（午後１１時～翌日午前８時） 

・岐阜市休日急病センター 日曜日・祝日・年末年始夜間（午前９時～午後１１時） 

・岐阜県小児救急電話相談 月曜日～金曜日 午後６時～翌日午前８時 

土曜日・日曜日・祝日・年末年始 午前８時～翌日午前８時 
 

【今後の取組】 

引き続き医療機関相互の機能分担と相互連携による医療体制に配慮し、小児救急医療

体制を確保します。 
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基本目標３ 子どもの心身の健やかな成長に資する環境の整備 

３-１ 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備 

 

 

 

《３－１－１  教育相談》 

【事業概要】 

児童・生徒の心の変化を早期に把握するとともに、学校での自己実現を図る指導を行

い、いじめや不登校など学校生活で生じる諸問題に対応し、児童・生徒一人一人の心の

理解に努めます。 

各学校では、児童・生徒の心の変化を早期に把握し対応するため、定期的なアンケー

トを実施し、特に組織的、計画的に対応すべき事例についてケース検討会議を開催し、

対応を検討しています。さらには、ケースの状況に応じて、町、羽島郡二町教育委員会、

県などの関係機関と連携を図っています。 
 

【今後の取組】 

インターネットやスマートフォンの普及から他人を誹謗中傷する書き込みが増加し

ている現状に対応するため、情報モラル教育の充実と保護者への啓発を継続し、誹謗中

傷の書き込みを迅速に消去するシステムを各学校単位の実施にとどめず、町全体のシス

テムとして実施するよう努めます。 

 

《３－１－２  児童・生徒の個性に応じた学習指導》 

【事業概要】 

・少人数指導など、児童・生徒一人一人の個性に応じたきめ細かな教育を推進するため、

３５人学級を実施しています。また、算数・数学を中心とした「少人数指導」を実施

しています。 

・障がいなど配慮を要する児童・生徒の対応として、学習支援などを目的とした非常勤

講師や、個別の生活や学習支援を行うための教育支援スタッフを各校に複数配置して

います。 

【今後の取組】 

・きめ細かな指導を更に充実させていくため、習熟度別指導教室の環境整備、習熟度別

指導方法の工夫改善を図りながら継続して実施します。 

・特別支援教育の充実を図るために、対象児童の増加に対応する講師、教育支援スタッ

フの増員、講師、教育支援スタッフを含む職員の研修の充実、保育所（園）・幼稚園・

小学校との連携、教育委員会と関係機関との連携の充実に努めます。 

【施策の方向】 

子どもの豊かな心と健やかな体を育むため、一人ひとりを大切にした教育活動を充実

します。 
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・支援を必要する児童・生徒の早期発見とその対応のため、羽島郡の教育支援専門委員

会における情報交流や支援の検討の充実、夏や冬の就学教育相談会の実施による保護

者への理解と啓発を図ります。 

 

３-２ 家庭や地域の教育力の向上 

 

 

 

 

《３－２－１  子育てふれあい交流》 

【事業概要】 

各小学校の児童・生徒が、毎年１回保育所（園）や幼稚園へ出向き、遊びを中心とし

た交流会を実施するなど、保育所（園）・幼稚園と小・中学校との交流活動を行っていま

す。また、半日入学時の交流会や小学校での授業公開時に参観するなどの交流を図って

います。 

 

【今後の取組】 

児童・生徒の保育所（園）・幼稚園における体験学習による交流のほか、教職員間の情

報交流の機会をもてるよう交流活動を充実します。 

 

《３－２－２  職場体験》 

【事業概要】 

町内の事業所や給食センターなどの働く場を訪問し、製造過程の見学や講話などによ

る職場ふれあい体験を行い、働く楽しさや働く意義などについて学ぶ機会を提供します。 

小学校では生活科・社会科や総合的な学習の時間で、中学校では６０～７０か所での職

場体験学習で、地域の施設や企業を見学・実習し、仕事への理解を深めます。 

 

【今後の取組】 

お店で働く人との交流（疑似体験）や職場体験学習を小学校から中学校までの９年間

を見据えた指導の一環として位置付け、発達段階に応じたキャリア教育を推進します。

また、保育所（園）その他の体験現場で、乳幼児とふれあい、子育ての楽しさや命の尊

さを学ぶ機会の提供にも配意します。 

 

 

 

【施策の方向】 

子どもを地域で育てる観点から、学校、家庭および地域との連携のもとに、家庭や地域に

おける教育力を総合的に高めます。 
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《３－２－３  子育て意識の啓発（再掲：１－３－２）》 

【事業概要】 

子育ての楽しさや喜び、男女が協力して家庭を築くことなどの意義に関する教育や啓

発活動を推進します。 

 

《３－２－４  親子教室》 

【事業概要】 

小学生の親子が活動や体験を通してふれあいを深めるとともに、豊かな心と学ぶ力を

身につけるため学校外における学習活動の場として、学校休業日（夏季、秋季、冬季）に

計画し実施します。 

 

【今後の取組】 

今後も小学生の親子のニーズに合わせた教室を計画して充実を図ります。 

 

《３－２－５  こどもわくわく広場》 

【事業概要】 

小学生児童を対象に、地域の子育て経験者が中心となったスポーツや文化活動、体験

活動を通じ、地域の人々との交流を深めます。 

こどもわくわく広場実行委員会の主催で、中央交流センター・下羽栗会館・松枝交流セ

ンターを会場に毎月第２・第４土曜日に実施しており（下羽栗会館は第２土曜日のみ、松

枝交流センターは第４土曜日のみ）、第１期（５月～７月）、第２期（９月～１２月）、第

３期（１月～３月）と、期ごとに参加者を募集し、各期２０～２５講座を開催しています。 

 

【今後の取組】 

引き続き小学生児童の多様なニーズに合わせた講座を展開し、講師の確保に努めなが

ら地域の方との交流を図ります。 

 

《３－２－６  教育活動の支援》 

【事業概要】 

小学生児童と地域の講師などが総合的な学習の時間などを活用し、ものづくりなどを

通して交流教育活動を行います。 

・笠松小学校 菊や葉ボタンの栽培、箏クラブ、本の読み聞かせなど 

・松枝小学校 クラブ活動、本の読み聞かせ、生活科の学習（昔の遊び）など 

・下羽栗小学校 昔の遊び、クラブ活動、本の読み聞かせ、サツマイモ作りなど 

【今後の取組】 

地域の講師（ボランティア）による各種の活動を通して交流を図り、引き続き地域をあ

げて子育てに関わる環境づくりを進めます。 
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《３－２－７  家庭教育シリーズ「子育て元気塾」》 

【事業概要】 

「子育て・心育て」や子どもとのコミュニケーション方法など元気な家庭づくりを進め

るため、年間４回、各小中学校ＰＴＡ、こども館との共催で、さまざまな講師による講

座をシリーズで開催し、家庭の教育力の向上を目指します。日頃の悩みを解決する方法

を探ったり、お互いに情報を共有したりして地域全体で家庭の教育力の向上を目指して

います。 

 

【今後の取組】 

引き続き各小中学校ＰＴＡ、こども館と連携をとりながら実施し、家庭の教育力の向

上につながるよう努めます。 

 

３-３ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

 

 

 

 

 

《３－３－１  校外パトロール》 

【事業概要】 

保護者や学校、地域などが一体となり、非行の監視などの校外パトロール活動を行い

ます。 

・笠松小学校  ＰＴＡ地域委員による年３回の見回りを実施。 

・松枝小学校  ＰＴＡ校外委員による月2回の見回りを実施 

・下羽栗小学校 ＰＴＡによる月２回の見回りを実施 

【今後の取組】 

今後もＰＴＡによる見回り活動の継続的な実施のほか、「ふれあいたい」や「見守り隊」

など地域の方と協力し、活動の連携を図ることで校外パトロールを強化します。 

 

《３－３－２  地域見守りパトロール》 

【事業概要】 

民生児童委員や青少年育成推進員、学校などの関係者からなる少年センターにより、

地域見守りパトロール活動を行います。毎週金曜日の夕方に約１時間、学校・公園・寺

社・遊園地・駅などを中心に巡回し、声かけによる非行防止や有害環境の監視などを行

っています。 

【施策の方向】 

非行などの問題行動へとつながらないよう、保護者・学校・地域・行政・警察など

が連携して地域をパトロールし、子どもたちを見守ります。 

また、子どもを交通事故から守るため、交通安全教育の推進や交通安全に対する意

識の普及啓発などに努めます。 
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【今後の取組】 

児童の非行防止や子どもを取り巻く有害環境の監視のため、継続して実施します。 

 

《３－３－３  交通安全教育の推進》 

【事業概要】 

交通安全に対する意識の向上を図るため、保育所（園）や幼稚園、学校においてあら

ゆる機会を捉えて交通安全教育を実施します。また、警察や交通安全協会などと連携し、

歩行や自転車の乗り方などの交通安全教室を行います。 

 

【今後の取組】 

・各保育所（園）や幼稚園、学校などの交通安全教育を継続して実施します。 

・児童の安全意識の醸成や交通ルールを学ぶ場として、交通安全教室への積極的な参加

を促します。 

 

《３－３－４  交通安全指導》 

【事業概要】 

ＰＴＡや保護者会と警察などが連携し、交差点や踏切などの交通要衝地点において交

通安全指導を行います。 

安全対策実施場所を名鉄笠松駅前横断歩道（登下校時実施）および笠松駅東側交差点

（登校時のみ実施）とし、児童・生徒の登下校時の時間帯に安全誘導員を配置するなど、  

安全の確保に努めるとともに、交通安全指導を行っています。 

 

【今後の取組】 

児童・生徒を交通事故から守るため、関係機関と連携・協力体制の強化を図り、総合

的な交通事故防止対策に努めます。 

 

《３－３－５  子ども１１０番の家》 

【事業概要】 

町内会・学校・ＰＴＡなどが連携し、犯罪防止と緊急時の避難場所として地域の企業

や一般家庭に「子ども１１０番の家」として登録していただき、児童の安全確保と地域

ぐるみでの犯罪の抑止を推進しています。 

 

【今後の取組】 

児童の安全確保と地域ぐるみでの犯罪の抑止のため、継続して協力をお願いするとと

もにＰＴＡ活動の活性化などにより定期的に地域との交流を図るなど連携強化に努め

ます。 
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《３－３－６  登下校の見守り》 

【事業概要】 

地域のふれあいサポーターが登下校時に校区内のパトロールを行い、児童の安全確保

を図るとともに、児童との心のふれあい交流を推進します。サポーターの方に一同に集

まっていただき、計画や反省会、さらには、感謝の会などを設けている学校もあります。 

 ・笠松小学校 町内会を中心に組織された「見守り隊」 

 ・松枝小学校 有志ボランティアによる「ふれあいたい」 

・下羽栗小学校 町内会を中心に募った「見守りボランティア」 

 

【今後の取組】 

引き続き活動の活性化を図り、地域で子どもを育てる環境づくりを推進します。 

 

３-４ 良好な居住環境の確保 

 

 

 

《３－４－１  公園・緑地等の維持管理》 

【事業概要】 

児童や乳幼児連れの親子が安心して遊び、憩うことができるよう都市公園や児童遊

園地などの遊具・ベンチ等の点検や改修、芝生・樹木の剪定を計画的に行う等、適切な

維持管理に努めています。 

 

【今後の取組】 

引き続き、遊具・トイレ等の園内施設の計画的な維持管理及び芝生・樹木の選定を適

切な時期に行い、景観保全に努めます。また、管理者等による巡回や監視カメラの設置

により、子どもや親子にとって利用しやすい公園づくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】 

緑地等の維持管理を行い、良好に生活できる環境を提供します。 
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基本目標４ 配慮を必要とする子どもと家庭への支援  

４-１ 児童虐待等の防止対策の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

《４－１－１  要保護児童対策地域協議会》 

【事業概要】 

要保護児童、要支援児童及び特定妊婦に関する事例検討や連携方法の確認を関係機関

との連携により行い要保護児童などへの総合支援に努めます。 

子どもを守る地域ネットワークである要保護児童対策地域協議会は、会議の内容や構

成員の違いなどによって、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の三層構造と

なっています。 

〇代表者会議 

羽島郡医師会・岐阜羽島警察署・岐阜県中央子ども相談センター・町内の小中学校・

町内の中学校PTA・町内の保育所（園）・町内の幼稚園・学識経験者・民生委員児童

委員・母子保健推進員・人権擁護委員から選出された１３人で構成し（任期２年）、

年２回の会議を開催しています。 

〇実務者会議 

民生委員児童委員・町内の小中学校職員・羽島郡二町教育委員会職員・岐阜県中央

子ども相談センター職員・町内の保育所（園）職員・こども家庭センター職員（保健

師）で構成し、年３回の会議を開催しています。 

〇個別ケース検討会議 

個別の事例に関係する部署の担当者および関係機関に所属する者をもって組織し、

必要に応じて適宜開催しています。 

 

【今後の取組】 

引き続き、児童虐待予防のために、関係機関との情報共有を図る中で、早期から適切

な援助を行うよう、子ども家庭総合支援拠点の体制整備を進めます。 

 

【施策の方向】 

養育支援を必要とする家庭を早期に把握し、地域の子育て支援を活用して虐待を予

防するほか、虐待の早期発見・早期対応に努め、関係機関の連携による総合的な支援

を推進します。 

体罰によらない子育て等を推進するため、乳幼児健診の場、保育所、こども館、学

校等に普及活動を実施します。 

また社会全体で子どもを見守り、子どもの権利を意識した子育て、教育、地域づく

りをすすめていきます。 
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《４－１－２  養育支援訪問事業（再掲：２－１－１７）》 

【事業概要】 

支援の必要な妊婦や乳幼児健診などで育児に不安のある保護者、養育上の問題を抱え

る家庭に対して、保健師・助産師などが訪問し、指導や助言を行うことにより、児童虐

待の予防や子育て支援を行います。 

 

《４－１－３  子育て短期支援事業（ショートステイ）（再掲：１－２－６）》 

【事業概要】 

保護者の疾病などの理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難とな

った場合、児童養護施設などに入所させ、必要な保護を行います。 

 

《４－１－４  相談体制の充実（再掲：１－３－４）》 

【事業概要】 

こども家庭センターを総合的な相談窓口の拠点とし、各種関係機関と連携をとり相談

体制の充実を図ります。また、不安を抱える保護者に対し相談支援を通して、虐待予防

に努めます。 

 

《４－１－５  被害に遭った子どもの支援》 

【事業概要】 

いじめ、児童虐待などの被害を受けた子どもの精神的ダメージを軽減するため、学校

や主任児童委員、岐阜県中央子ども相談センターなど関係機関と連携し、カウンセリン

グや相談・助言を行い、子どもの立ち直りを支援します。 

 

【今後の取組】 

被害にあった子どもの早期発見に努め岐阜県中央子ども相談センターなど関係機関

と連携しながら早期に対応します。 

 

 

 

 

４-２ ひとり親家庭等への支援の充実 

 

 

 

 

【施策の方向】 

離婚などの増加によりひとり親家庭が増加している中で、ひとり親家庭に対する相談体制を

充実していくとともに、生活支援を行います。 
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《４－２－１  ひとり親家庭への医療費の助成》 

【事業概要】 

１８歳未満で父母のいない子、ひとり親家庭の親・子を対象に、病気などのため医療

機関で診療を受けた場合に支払う保険診療の自己負担分を助成し、健康の保持促進と

経済的支援を行います。 
 

【今後の取組】 

県制度に基づき今後も継続して実施します。 

 

《４－２－２  ひとり親家庭等の相談》 

【事業概要】 

ひとり親家庭が抱える不安や悩みなどの相談に母子保健推進員、民生委員児童委員な

どが応じ、適切な助言と指導などを行い、精神的安定を図るとともに自立を支援します。 

 

【今後の取組】 

相談しやすい体制を整えていくとともに、他者からの通報にも柔軟に対応し、ひとり

親家庭の相談支援に取り組み、自立を支援します。 

 

４-３ 障がい児施策の充実   

 

 

 

 

《４－３－１  障がい児通所支援》 

【事業概要】 

・障がい児が児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業所へ通い、日常生活における

基本的動作の指導、自活した生活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応の

ための訓練を行います。 

・一部事務組合により児童発達支援センター（ポッポの家）が設置され、運動の発達に遅

れや障がいのある児童に対し、理学療法、保育、生活指導、ことばの指導などの発達支

援を行うとともに、保護者にも療育方法の習得を働きかけています。また、町内の放課

後等デイサービス事業所では、利用者の利便性の向上が図られています。 

・保育所（園）などを現在利用中の障がい児などが、保育所（園）などにおける集団生

活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、指導経験者のある児童指導員な

どの訪問支援を実施し、保育所（園）などの安定した利用の促進に努めます。 
 

【施策の方向】 

障がいのある児童の日常生活を支援する在宅サービスの充実を図るとともに、障がい児通所

支援や障がい児相談支援の整備拡充を図ります。 
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【今後の取組】 

身近な児童発達支援事業所が少ないことから、町障がい福祉計画及び町障がい児福祉

計画に基づく施策と整合性をとりながら、より利用しやすい圏域内での障がい児に対す

る福祉サービスの整備拡充に努めます。 

 

《４－３－２  親子サポート教室運営支援》 

【事業概要】 

発達の遅れのある幼児に対し、日常生活における基本的な動作訓練や集団生活への適

応訓練など、早期の療育を行う「親子サポート教室」の運営を支援します。 

・言語などに発達の遅れのある満１歳から小学校就学前までの幼児に早期の療育を行い、

その幼児の福祉の向上を図るため、指導員による通室児への指導などを行っています。 

・個別指導（木曜日を除く平日）、小集団指導（月１回）、保護者への学習会、各種行事な

ど（月１回程度）、相談事業（保健事業、育児相談、３歳児健診などでの相談）などに取

り組んでいます。 

 

【今後の取組】 

通室児の安全への配慮、環境の向上に努めます。 

発達に特別な支援を必要とする幼児や児童の自立や社会参加に向け、充実した指導を

実施します。 

 

《４－３－３  保育所における障がい児の受け入れ（再掲：１－１－４）》 

【事業概要】 

集団保育が可能な障がい児の保育を実施します。 

 

《４－３－４  就学指導》 

【事業概要】 

・障がいのある児童・生徒の入学・入級などを機に学校・保育所（園）・幼稚園および事業

所が連携し、適切な学びの場の判断や指導を行うとともに、障がい児の適切な学びの場

の判断に関する問題研究や相談、啓発活動を行います。 

・障がいのある児童・生徒の増加に伴い、教育委員会では早期発見と指導の充実を図るた

めに、各保育所（園）や幼稚園および各町の担当者との連携、さらには保育所（園）や

幼稚園と小学校との連携、小学校と中学校との連携の充実を図っています。 

・教育支援専門委員会は、各小・中学校の特別支援教育コーディネーター、保育所（園）

や幼稚園の担当者、町の担当者によって構成され、児童・生徒一人一人について適切な

学びの場の判断や支援の在り方などについて継続審議をしています。そこで、教育支援

が必要な児童・生徒については、医師などの外部専門家が加わった教育支援委員会で審

議を重ね、特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室等、一人一人に応じた適切な支

援や学びの場を判断します。 
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【今後の取組】 

・障がいのある児童・生徒に対し、専門的な見地による適切な学びの場の判断や教育支援

を進めるため、教育支援委員会の充実を図ります。 

・障がいを早期に発見した場合は、各学校で個別に保護者に説明し理解を求めるだけでな

く、学校外の関係者と連携した指導・支援を行います。 

・スタッフの資質・能力の向上並びにスタッフの確保、各種障がいや就学相談に関する啓

発活動の推進により教育相談の充実を図ります。 

 

 

《４－３－５  日常生活用具の給付》 

【事業概要】 

日常生活を営むのに支障がある身体及び知的障がい児に対し、特殊ベッドや入浴補助

用具などの日常生活用具購入に要する費用の９割を公費負担し、生活の向上を図ります。 

介護・訓練支援用具、自立支援用具、在宅療養など支援用具、情報・意思疎通支援用

具、排泄管理支援用具、住宅改修費などを給付の対象としています。 
 

【今後の取組】 

必要に応じて対象品目の見直しを行いながら、引き続き給付を実施します。 

 

 

《４－３－６  在宅障がい児福祉手当の支給》 

【事業概要】 

心身に重度の障がいを有する児童に、町単独の制度として福祉手当を支給します。 

ただし、特別児童扶養手当や障害児福祉手当〈保護者の所得制限あり〉など他の手当

が支給される場合は支給されません。 

・対象者 ２０歳未満でＩＱ５０以下の方、身体障害者手帳１級～３級の方 

（所得制限なし） 

・支給額 月額10,000円（令和５年５月分から） 

  

【今後の取組】 

障がい福祉計画や、障害者総合支援法における障がい児の福祉サービスの推進・充実

にあわせ、引き続き給付を実施します。 
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４-４ 子どもの貧困対策の推進  

※この計画は、子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条第２項に基づく市町村計画と

して位置付けます。 

 

 

 

 

 

《４－４－１  学習支援の充実》 

【事業概要】 

生活困窮をはじめ様々な要因から「学び」に困難を抱える子どもに対して、社会福祉

協議会や NPO 団体により、きめ細やかな学習支援を行うことで学力の向上を図るとと

もに、安心できる居場所の創出により孤立を解消し自らの未来を思い描く手助けとなる

よう支援を行います。 

 

【今後の取組】 

利用ニーズに対応しながら、引き続き事業の継続を支援します。 

 

《４－２－２  生活困窮世帯・ひとり親家庭等の相談》 

【事業概要】 

生活困窮世帯やひとり親家庭が抱える不安や悩みなどの相談に対し、適切な助言や指

導を行うとともに、民生児童委員等による見守りや、学校や専門機関等との連携により、

問題解決や生活環境改善に向けた援助を行います。また、必要に応じて複数の関係機関

が集まってケース会議を行い、よりよい対応を検討します。 

 

【今後の取組】 

相談しやすい体制を整えるとともに、今後も引き続ききめ細かな支援を行い柔軟に対

応します。 

 

《４－４－３  ひとり親家庭への医療費の助成（再掲：４－２－１）》 

【事業概要】 

ひとり親家庭の児童（満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで）に対して医

療費の一部を助成することにより、健康の保持促進と経済的支援を行います。 

【施策の方向】 

生活保護世帯やひとり親家庭の増加等、経済的困窮状態にある世帯が増加傾向にある中で、

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また貧困が世代

を超えて連鎖することがないよう、学校や地域、行政等の関係機関が連携し、すべての子ども

達が夢と希望を持って成長していけるよう支援を行います。 
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基本目標５ 子育てと仕事の両立への支援   

５-１ 多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し 

 

 

 

 

《５－１－１  男女共同参画の推進》 

【事業概要】 

誰もが社会へ参画できるという意識と主体的な住民活動への支援などを進めると

ともに、活動団体の組織化を推進します。 

笠松町男女共同参画プランにおいて、「男女がともに参画し個性と能力が発揮でき

るまちづくり」を基本理念に掲げ、住民一人ひとりがお互いの人権を尊重しつつ、性

別にとらわれず自分の個性と能力を発揮することができるよう、各種施策に取り組ん

でいます。 
 

【今後の取組】 

・各課などにおいて推進体制を充実し、各種施策の適切な進行管理と住民、県及び関

係機関との連携を図ります。 

・プラン推進のため「家庭・地域・職場における男女共同参画のすすめ」の周知・啓

発を進めます。 

 

《５－１－２  男性の育児参加意識の醸成》 

【事業概要】 

乳幼児健診やプレパマクラブなどの母子保健事業や保育所（園）・幼稚園・学校行

事への参加などを通じて、男性の育児参加を促進します。 

母子健康手帳交付時に父親の育児参加を啓発するパンフレットを配付し、各種健

診・教室などへの父親参加を促しています。 

 

【今後の取組】 

幼少期からの男女が協力して家庭を築くことの意義などの教育を進めるとともに、

父親の育児参加を継続して働きかけます。 

 

【施策の方向】 

男女が自立し、生き生きと働きながら子育てに楽しみを見出すためには、男女の性別、

役割分担意識をなくすことや男女がともに子育ての責任を果たしていくことで、女性のみ

に子育ての負担がかからないよう支援します。 
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５-２ 多様な保育サービス等の充実 

 

 

 

 

 

《５－２－１  子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 

（再掲：１－２－３）》 

【事業概要】 

育児の援助を利用したい人と提供したい人が会員となり、育児の相互援助を行う事

業で、ファミリー・サポート・センターにアドバイザーを配置し、援助活動の連絡調

整を行います。 

 

《５－２－２  一時預かり事業（再掲：１－２－４）》 

【事業概要】 

保護者の仕事、冠婚葬祭、傷病やリフレッシュにより、家庭において一時的に保育

が困難となった就学前の子どもの一時預かりを行います。 

 

《５－２－３  病児・病後児保育事業（再掲：１－２－５）》 

【事業概要】 

乳幼児から小学校 3 年生までの児童が、病気または病気の回復期において集団保

育などが困難であり、保護者の就労などにより、家庭における育児、監護が困難な場

合に受け入れを行います。 

 

《５－２－４  低年齢児保育（再掲：１－１－３）》 

【事業概要】 

生後３か月からの乳児の保育など、低年齢児保育を支援します。 

 

《５－２－５  時間外保育事業（延長保育）（再掲：１－１－２）》 

【事業概要】 

○保護者の就労形態に合わせた通常保育時間の前後に延長保育を行います。 

 

【施策の方向】 

すべての子育て家庭において仕事と子育ての両立が可能となるよう、地域におけ

るさまざまな子育て支援サービスを推進します。また、安心して子育てができるよ

う保育サービスの充実を図ります。 
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《５－２－６  広域保育（再掲：１－１－５）》 

【事業概要】 

保護者の勤務地により保育時間内に送迎できない場合、その勤務地の市町村の保育

所（園）で保育の必要な児童の相互受け入れを行います。 

 

《５－２－７  放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

（再掲：１－４－２）》 

【事業概要】 

平日の放課後や夏休みなどの長期休業期間中に、保護者の就労などで家庭におい

て適切な監護が得られない小学生に対し、家庭に代わる生活の場を確保し、適切な

遊びや集団活動、生活指導を行います。 

 

《５－２－８  乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

（再掲：１－２－９）》 

【事業概要】 

保護者の就労の有無に関わらず、生後６か月から３歳未満までの保育所、幼稚園な

どに通っていない乳幼児を対象に、保育所などを月に１０時間を限度に利用できる制

度です。同年代の子ども同士で触れ合ったり、集団の中で過ごしたりすることで、社

会性が育まれ子どもの健やかな成長を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78 

 第５章 計画の推進                

 １ 推進体制  

本計画は、国や県との連携や協力はもちろんのこと、住民をはじめ地域や関

係機関、事業者などが子どもの立場に立ち、それぞれ役割を担い、協働して計

画の実現を図るものとします。 

 

＜家庭の役割＞ 

  家庭は、子どもの人間形成や基本的な生活習慣を養う基本的な場であるとと

もに、保護者は次代を担う子どもを養育する主体であるという自覚をもち、助

け合いながら、家庭としての責任を果たします。 

 

＜教育・保育施設等の役割＞ 

  保育所（園）・幼稚園・学校は、子どもの学びや育ちの場として重要な役割を

担っています。その専門的知識や技術を活用し、地域における学びや保育、子

育て支援の拠点としての役割を果たします。 

 

＜地域社会の役割＞ 

  地域住民や地域団体などは、子どもは地域の宝物であることを認識し、子育

てを地域全体で担わなければなりません。それぞれの個人や団体が持つ特性や

専門的機能を発揮して、子育て家庭を守り、支援する役割を果たすよう努めま

す。 

 

＜町の役割＞ 

  国や県と連携して、すべての子どもが健やかに生まれ育つ環境整備と子育て

家庭のニーズに応じた適切な支援を行うため、各施策を総合的・計画的に推進

します。 
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２ 進捗管理  

計画の適切な進行管理を進めるために、笠松町子ども・子育て会議におい

て、毎年度事業計画に基づく事業の実施状況について点検・評価します。 

事業計画策定後には、PDCA サイクル（計画・実行・評価・改善）に基

づき、計画の推進に努めます。 

また、事業の進捗状況を管理・評価するにあたっては、利用者の視点に立

ち、個別事業の進捗状況に加え計画全体の成果についても点検・評価し、施

策の改善につなげます。 

なお、当初の計画に対し「量の見込み」や「確保方策」などに大きな開き

が見受けられる場合には、中間年度（令和９年度）を目安として、計画の見

直しについて検討します。ただし、見直しを行った後の事業計画の期間は、

当初の計画期間（令和１１年度）までとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（計画） 

笠松町子ども・子育て会議の審議など 

をふまえた目標の設定、計画策定 

PLAN 

（評価） 

笠松町子ども・子育て会議による毎 

年度の実施状況の点検・評価 

CHECK 

（実行） 

様々な主体との連携・協働に 

る事業の実施 

DO 

 

（改善） 

必要に応じて計画中間年を目

途に量の見込み、確保方策の

見直し 

ACTION 
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資料編 

１ 笠松町子ども・子育て会議条例 

平成25年６月20日条例第10号 

笠松町子ども・子育て会議条例 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第72条第１項の規定に基づ

き、笠松町子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、法第72条第１項各号に掲げる事務を処理するものと

する。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者

のうちから町長が委嘱する。 

(１) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

(２) 子どもの保護者 

(３) 子ども・子育て支援に関する関係団体から推薦を受けた者 

(４) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(５) 関係行政機関の職員 

(６) その他町長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 子ども・子育て会議に委員長及び副委員長を置き、子ども・子育て会議におい

て互選する。 

２ 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第５条 子ども・子育て会議の会議は、委員長が招集する。 

２ 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことがで

きない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは

委員長の決するところによる。 

（庶務） 

第６条 子ども・子育て会議の庶務は、住民福祉部において処理する。 
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（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営その他必要な事項は、

子ども・子育て会議が町長の同意を得て定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年７月１日から施行する。 

（笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和42年笠松町条

例第６号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

 

附 則（令和５年３月16日条例第７号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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２ 笠松町子ども・子育て会議 名簿                  

分   野 氏   名 役   職   等 

子ども・子育て支援

に関し学識経験の  

ある者 

◎森   社 笠松町社会福祉協議会会長 

子どもの保護者  

野 々 垣 雅 美 幼稚園の保護者を代表する者 

橋 本 直 美 保育所（園）の保護者を代表する者 

名 和 佑 樹 小学校のＰＴＡを代表する者 

田 島 一 樹 町子ども会育成協議会を代表する者 

子ども・子育て支援

に関する関係団体  

から推薦を受けた者 

志 智 慈 朗 
一般社団法人 岐阜県私立幼稚園連合会の

推薦を受けた町内の幼稚園を代表する者 

澁 谷 由 美 
社団法人 岐阜県民間保育園連盟の推薦を

受けた町内の保育園を代表する者 

子ども子育て支援に

関する事業に従事  

する者 

伊 藤 美 里 保育所（園）を代表する者 

菊 池 利 哉 障がい児福祉サービス事業所を代表する者 

後 藤 泰 治 認可外保育施設を代表する者 

関係行政機関の職員 宮 川 浩 司 羽島郡二町教育委員会 学校教育課長 

その他町長が必要と 

認める者 
○岩 井 弘 栄 羽島郡二町教育委員会 教育委員 

                        ◎委員長  ○副委員長 

※順不同、敬称略  
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３ 笠松町子どもの権利に関する条例 

                  令和３年12月22日条例第20号 
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４ 笠松町子ども・子育て支援事業計画策定経過 

平成２７年度 ６月 子ども子育て会議 計画進捗状況報告 

平成２８年度 １２月 子ども子育て会議 計画進捗状況報告 

平成２９年度 １０月 子ども子育て会議 計画進捗状況報告 

計画中間年の見直し 

平成３０年度 ６月 第１回子ども子育て会議 計画進捗状況報告 

１０月 第２回子ども子育て会議 ニーズ調査票検討 

１１月  ニーズ調査実施 

１月  ニーズ調査分析 

２月 第３回子ども子育て会議 ニーズ調査結果報告 

令和元年度 ７月 第１回 

子ども子育て会議 

量の見込みの検討 

事業計画案の検討 

１１月 第２回 

子ども子育て会議 

量の見込みの検討 

事業計画案の検討 

２月  パブリックコメントの実施 

第３回 

子ども子育て会議 

パブリックコメントの結果報告 

事業計画最終案承認 

令和２年度 １１月 子ども子育て会議 計画進捗状況報告 

令和３年度 １１月 子ども子育て会議 計画進捗状況報告 

令和４年度 １１月 子ども子育て会議 計画進捗状況報告 

ニーズ調査調査項目検討 

令和５年度 ９月 第１回 

子ども子育て会議 

計画進捗状況報告 

ニーズ調査票検討 

１１月  ニーズ調査実施 

１月  ニーズ調査分析 

３月 第２回 

子ども子育て会議 

ニーズ調査結果報告 

事業計画案の検討 

令和６年度 ７月 第１回 

子ども子育て会議 

量の見込みの検討 

事業計画案の検討 

１１月 第２回 

子ども子育て会議 

量の見込みの検討 

事業計画案の検討 

１月  パブリックコメントの実施 

２月  パブリックコメントの結果報告 

事業計画最終案承認 
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５ 国の動きと笠松町の取り組み 

 国 の 動 き 笠松町の取り組み 

平成  ２年度 ・1.57 ショック ・笠松町第３次総合計画 

平成  ６年度 ・エンゼルプラン策定  

平成  ７年度 ・緊急保育対策等 5 か年事業  

平成  ８年度  ・笠松町子育て支援センター設置 

平成 11 年度 ・新エンゼルプラン策定  

平成 13 年度 ・「仕事と子育ての両立支援等の方針（待機

児童ゼロ作戦等）」閣議決定 

・笠松町第 4 次総合計画 

平成 15 年度 ・次世代育成支援対策推進法施行 

・少子化社会対策基本法施行 

 

平成 16 年度 ・「少子化社会対策大綱」閣議決定 

・「子ども・子育て応援プラン」少子化社会

対策会議決定 

 

平成 17 年度  ・笠松町次世代育成支援地域行動計画

（前期計画） 

平成 18 年度 ・「新しい少子化対策について」少子化社会

対策会議決定 

・第一保育所民営化 

平成 19 年度 ・「子どもと家族を応援する日本」重点戦略 

少子化社会対策会議決定 

・下羽栗保育所民営化 

平成 20 年度 ・「新待機児童ゼロ作戦について」厚労省発

表 

・松枝保育所民営化 

平成 21 年度  ・笠松町地域福祉計画 

平成 22 年度 ・「子ども・子育てビジョン」閣議決定 

・「子ども・子育て新システム検討会議」 

少子化社会対策会議決定 

・笠松町次世代育成支援地域行動計画

（後期計画） 

平成 23 年度  ・笠松町第 5 次総合計画 

平成 24 年度 ・子ども・子育て関連３法制定 

・「子ども・子育て新システムの基本制度に

ついて」少子化社会対策会議決定 

 

平成 25 年度 ・子ども・子育て会議設置 

・「少子化危機突破のための緊急対策」少子

化社会対策会議決定 

・笠松町子ども・子育て会議設置 

平成 26 年度 ・次世代育成支援対策推進法一部改正（有

効期限の延長） 

・第２期笠松町地域福祉計画 
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 国 の 動 き 笠松町の取り組み 

平成 27 年度 子ども・子育て支援新制度スタート 

 ・笠松町子ども・子育て支援事業計画 

平成 28 年度 ・「ニッポン一億総活躍プラン」閣議決定  

平成 29 年度 ・「子育て安心プラン」策定  

令和元年度 ・幼児教育・保育の無償化スタート（１０月） 

 

・子育て世代包括支援センター開設 

・第３期笠松町地域福祉計画 

令和 2 年度 ・「少子化社会対策大綱」閣議決定 ・第 2 期笠松町子ども・子育て支援事業計画 

令和３年度 ・「こども政策の新たな推進体制に関する基

本方針」閣議決定 

 

・笠松町第６次総合計画 

・こどもの権利条例制定 

・こども館を桜町に移設 

令和５年度 ・こども基本法施行 

・こども家庭庁設置 

・「こども大綱」閣議決定 

・「こども未来戦略方針」閣議決定 

 

令和６年度  ・第４期笠松町地域福祉計画 

令和７年度  ・第３期笠松町子ども・子育て支援事業計画 
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